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 １．開  会 

○司会 それでは、ただいまから第７回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会を

開催いたします。 

 

 ２．あいさつ 

○司会 開会に当たりまして、宮城県環境生活部の安倍次長から挨拶を申し上げます。 

○環境生活部次長 本日は大変お忙しい中、ご出席をいただき誠にありがとうございます。 

  ７月に開催いたしました第６回の検討会では、地震後の設備健全性確認のうち炉内点検など

の論点につきまして委員の皆様に活発なご議論をいただき、大変ありがとうございました。 

  さて、第７回目となる本日の検討会では、新規制基準適合性審査申請のうち、内部溢水、内

部火災などの論点について、東北電力からの説明と委員の皆様による検討が予定されておりま

す。また、地震後の設備健全性確認のうち、ソフト面の対応に関する質問への回答が予定され

ております。 

  本日も委員の皆様には、それぞれの専門の分野の観点から忌憚のないご意見を賜りたいと考

えておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たり

ましての挨拶とさせていただきます。 

  どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、本検討会の開催要綱第４条の規定に基づき、座長の若林先生に議事の進行

をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○座長（若林） 議事に入る前に、本日検討する論点項目につきまして、事務局から説明をお願

いいたします。 

○事務局 原子力安全対策課の阿部でございます。 

  本日の論点項目をご説明させていただく前に、前回の検討会でご検討いただきました論点に

つきまして、検討会後に委員の皆様から追加の質問等は寄せられておりませんでしたので、こ

こでご報告をさせていただきます。 

  それでは、本日検討を予定しております論点項目についてご説明をいたします。 

  Ａ４判の資料－１とＡ３判の資料－１（別添）をご覧願います。資料－１に論点項目を、Ａ

３の資料－１（別添）に委員の皆様方からいただきましたご意見、ご質問を取りまとめており

ます。この資料－１（別添）のほうには、検討会でいただきましたご質問につきましても関連

質問として随時追加させていただいております。また、その質問は第何回の検討会で出された
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かを質問の末尾に括弧書きでお示ししておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

  本日検討を予定しております論点項目とご質問、ご意見への対応につきましては、資料－１

と資料－１（別添）の網がけ部分となりますので、ご確認をお願いします。 

  詳しくは、検討予定の論点として１、地震後の設備健全性の確認では（６）ソフト面の対応

に関する質問への回答を、２の新規制基準適合性審査申請では、（３）その他（外部火災）、

（４）内部火災、（５）内部溢水について検討をお願いしたいと考えております。 

  また、関連報告といたしまして、地震・津波による主要設備への軽微な被害の対応完了とい

うことにつきまして、東北電力より報告させていただく予定としております。 

  事務局からは以上でございます。 

○座長 皆様よろしいでしょうか。 

  それでは、早速議事に入らせていただきます。 

 

 ３．議  事 

  （１）各論点の説明・検討 

   「１ 地震後の設備健全性の確認」 

   ・（６）ソフト面の対応（Ｎｏ．１２関連） 

○座長 それでは、議事の（１）各論点の説明・検討のうち、（６）ソフト面の対応について、

東北電力株式会社から説明をお願いいたします。 

○東北電力株式会社 東北電力の大平でございます。 

  それでは、地震後の設備健全性確認、（６）ソフト面の対応（Ｎｏ．１２）に関連するご質

問につきまして、資料－２に基づきご説明いたします。 

  １ページ目をご覧ください。１ページ目は、前回の検討会におきましてご説明した内容と、

その際のご質問の内容をお示ししております。 

  第５回の検討会におきましては、震災時の社内の指揮命令系統についてご説明しております。

このときのご質問事項を下にお示ししております。ご質問としましては、本店対策本部の本部

長の代行順位について、何番目まで決めているのか。また、どのような考え方で決めているの

かというご質問がありましたので、それに関しましては、次の２ページ目でご説明いたします。 

  資料のご説明に入る前に、文字の訂正がございます。１つ目のぽつの後段のところですが、

「大規模停電が同時発災が発生した」とありますが、これは「大規模停電が同時に発生した場

合」の誤記になります。スクリーンのほうは訂正しておりますので、ここで改めて訂正させて
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いただきます。 

  こちらの図は、地震、津波等の自然災害に伴いまして、原子力災害及び大規模停電が同時に

発生する、いわゆる複合災害と言われるようなものが発生したときの本店の本部体制を示して

いるものでございます。このような複合災害でありましても、本部長による適切な指揮命令系

統が構築できるように、下に示しますとおりそれぞれの本部ごとに代行順位を定めております。

原子力災害対策本部のところを見ていただきますと、本部長の下に副本部長、副社長Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄと書かせていただきまして、①から④ということであらかじめ代行順位を定めておりま

して、これにより速やかな指揮命令系統が構築できるものと考えてございます。 

  代行につきましては、今ご説明したとおり、社長の代行者として、原子力災害対策本部であ

れば副社長４名ということにしておりまして、原則としまして、副社長以上１名は仙台近傍に

いるというような運用で対応しているというところでございます。以上でございます。 

○座長 ありがとうございました。 

  それでは、東北電力から説明ございましたが、何か質問等ございましたらご発言をいただき

たいと思います。長谷川先生、お願いいたします。 

○長谷川委員 これはこれでよろしいかと思います。特に東北電力さんは、現地と本社と、もと

より分けて考えておられて、現地で対策がとれるようになったと。これはこれでいいのですが、

ここの質問のところにもあるように代行順位（資料-２、p２）について、どのような考え方で

決めているのでしょうか。例えば本店では副本部長４名とか、現地女川サイトでも責任者とそ

の代行者など、いろいろ役割を決めていると思います。この件に関して例えば、最近の日経の

記事（２０１５年８月３日）などを見ますと、浜岡では、大体何分以内に所長の代理を務める

者が来るようにとしっかりと決めてあります。さらに現地では、隊長や職員がある時間以内に

サイトに来られるようになっている。そういうことをここで（現時点で）聞くのは適当かどう

かわかりませんけれども、考え方の中に決めてあるというだけでは、何か物足りないような気

がします。別途あるとは思いますが、そんな細かくなくてもいいので、例えば、副社長４名を

代行として決めて、それは仙台近郊にいるということなのですが、具体的にもう少し説明いた

だけないかと思います。最近の新聞報道などでは、他の電力に関してそういうことがよく書か

れます。例えば、柏崎刈羽のことも紹介されているし、浜岡のことも紹介されています。 

  それから、こういうことに関して、国内のプラント、電力ではどうなっているのか。さらに、

外国ではこういう場合に大体どういう対策になっているということをできるだけ示すようにし

ていただけないかと思います。そうしないと、しっかり準備はされてはいると思うのですが、
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これ（女川原発での対策）が、世間的にというか世界的に見て遜色のないものであるかどうか

というようなことを県民の方が懸念されていると思いますので、よろしくお願いします。 

○座長 それでは、東北電力のほうからご回答をお願いいたします。 

○東北電力株式会社 今のご質問の件に関しまして、先生からも柏崎、浜岡という言葉がありま

したので、発電所で具体的にどういうことをしているかというところをまずご紹介させていた

だきたいと思います。 

  まず、女川原子力発電所におきましては、従来から社員による休日の宿直体制を構築してお

りまして、休日においても宿直で必ず所長の代行ができるものがいるような運用ということに

なってございます。 

  また、参集につきましては、例えば女川原子力発電所であれば女川原子力発電所の近傍に寮

がございまして、そこから発電所に向けて実際に歩いて参集するような訓練を行っていまして、

実際３０分以内に発電所に来られるような距離感のところに寮があるという状況でございます。 

  また、先生からあった、外国や国内のプラントの状況ということですけれども、まず、外国

と言えば、アメリカのＩＣＳ、インシデントコマンドシステムと呼ばれる、いわゆる軍隊で使

っているような体制を構築していると聞いていまして、国内においても、例えば柏崎などでは

もう既にＩＣＳという形でシステムの対応を行っているというふうに聞いております。 

  それに対して当社としては、特にこれまでＩＣＳという言い方はしていないのですけれども、

ほぼ同じようなことを訓練の中で行っています。具体的に言いますと、女川原子力発電所は１

号機から３号機まで３プラントありますので、その３プラントが同時に多重故障を起こして、

同時に災害が発生した場合、緊急対策本部の中でそれらの対応が錯綜することが予想されます

ので、それぞれ各号機ごとに責任者を置きましてチームを設けて、そのチームごとに検討して、

その結果を所長がいる対策本部に報告をするというようなことを今訓練の中で試行しておりま

す。まだ始めたばかりなのですが、訓練の中でまた改善をしていきたいと思っております。 

  もう一ついいますと、宿直の状況につきましては、今先行の、例えば最近で言えば九州電力

の川内発電所であれば、かなりの人数の宿直を平日夜間問わず行っていると聞いておりまして、

当社においても、今まさに新規制基準の申請の中でいろいろな事故シナリオを評価しています

ので、それに必要な人員については宿直の増加など、それは今後検討していきたいと考えてご

ざいます。以上でよろしいでしょうか。 

○長谷川委員 いつかまた、もう少し詳しく紹介してください。 

○座長 そのほか。岩崎先生、お願いいたします。 
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○岩崎委員 ソフト面ということで、少しこのご説明からは外れるんですけれども、福島の事故

のいろいろな情報に接すると、政府対応に非常に手間取ったとかいう話もありますし、他電力

とのすり合わせがうまくいっていなかったのではないかというようなことをよく耳にします。

いわゆる東北電力と県とのコミュニケーションまでは想定しているのでしょうけれども、他電

力とか対政府とかとの、訓練はやられるにしても、例えば一例で、言葉は悪いのですけれども、

東電の有識者が官邸の中に入っていろいろなサジェスチョンをして、現場と齟齬をきたしてい

たという情報が多々あるのです。そうすると誰がどのように政府に助言をするのかというよう

なこととか、電力の中の例えば接合部分、福島のところでは接合、いわゆる電源の供給がうま

くいかなかったわけで、そのようなときに福島三、一号機だけは緊急にやってくれよと無理や

り東電に頼むとか、あるいはほかの電力で何かやってくれよとかというようなことも考えられ

たのではないかと思うのですけど、その辺の宮城県外との部分というのは、ソフト面で対応を

考えていらっしゃるんですか。 

○東北電力株式会社 今２点ですね。国との連携という観点と他電力との連携という観点でご説

明いたします。 

  本日お配りしている資料で、もともと前回ご説明した１ページ目の資料をご覧いただきたい

と思います。これは、各種対応の詳細について（社内指揮命令系統について）という前回の資

料そのままです。下の絵を見ていただきますと、左側が発電所で右側が本店ということになっ

ております。この図上、社内の関係しかお示ししておりませんが、万一このようなことがあっ

た場合は、当社としては、国の対応は、基本的に本店が国、官邸等とテレビ会議をつないで、

そこで情報交換をするというようなことになります。よって、発電所はどちらかというと事象

の収束について専念しまして、それ以外の国への情報提供もしくは国への支援の依頼などにつ

いては、本店が窓口になりまして国と連携をするということを想定しております。これについ

ては、これまでも防災訓練等の中で、実際国との連携についてもいろいろ試しておりまして、

それも毎回いろいろな反省事項はあるのですが、反省事項を踏まえ、よりよい形にしていきた

いと思ってございます。 

  他電力との連携の場合ですと、恐らく何らかの応援をするとかそういうことになると思いま

すけれども、それについては、現在、まず電力間では協力協定を従来から結んでおります。た

だし、実際その他電力にどのように連絡するかについても、実は今各社防災訓練の中で、他電

力との連携も模擬をするということを始めておりまして、その中で具体的に本店の窓口をどこ

にするかとかそういう検討を今進めているという状況ですので、そこも今後訓練をいろいろ積
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み重ねていく中で実際どのような運用がいいかというのはいろいろと考えていきたいと思って

おります。まだ試行的に行っているというのが正直なところです。 

○岩崎委員 多分そういうふうなことで、これから政府も電力のグループもいろいろやられてい

くと思うのですけれども、福島のところで、政府と電力、東電ですけれども、どうもうまくい

ってなかったと。決定権が実際どちらにあったんだと。注水するにしても、どっちであったの

かと。依頼が出なければ決定できないとか、自衛隊の関係とか、さまざまなことを念頭に置か

れて、実際にその現場の情報を全て本店が把握して、本店がさらに情報を全部政府に上げると

いうのは実際的には無理なので、やっぱり現場の対応をいかにサポートするかというところの

視点で、いわゆる現場の体裁を邪魔しないようなことを本当に訓練の基本にしていただかない

と、福島の事故がどうなったかということの反省の上にもその辺は、やっぱり現場にそれだけ

注力していただくようなことで訓練も方針も考えていただけるように今後ともお願いしたいと

思います。 

○東北電力株式会社 岩崎先生が今おっしゃったこと、大変重要なポイントで、我々、３．１１

の女川の停止の過程も、現場からリクエストがあればテレビ会議をつなぐということで、本店

が情報をとりにいくことが現場に対する邪魔になるおそれがあるので、本店はやはりサポート

に徹すると。責任を持った上でのサポートに徹するというのが基本的な対応です。それは実際

３．１１のような極度の、あの極限状態の本番でもそのようになりましたし、訓練でも、やは

り現場からリクエストがあってテレビ会議をつなぎにいくというようなことを我々通常やって

いますので、今後も同じポリシーで努めていきたいと思います。 

○座長 そのほかご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  以上で（６）ソフト面の対応に関する本日の議論を終了したいと思います。 

 

   「２ 新規制基準適合性審査申請」 

   ・（３）その他（外部火災） 

   ・（４）内部火災 

○座長 引き続きまして、次に（１）論点の説明検討のうち（３）その他（外部火災）及び

（４）内部火災につきまして、東北電力からご説明をお願いいたします。２つまとめてご説明

を  お願いしたいと思います。 

○東北電力株式会社 では、お時間を頂戴しまして、これから火災についてご説明をさせていた

だきます。 
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  ポイントといたしましては、火災からどのように原子力発電所の安全設備を防護するかとい

うその火災防護の基本的な考え方とか、あるいはその考え方が有効であるというようなことを

ご説明するわけなのでございますけれども、発電所にかかわる火災といいますと、発電所の外

から燃え広がってくるような外部からの火災というものと、施設の内部での火災という大きく

２つに分類されます。この分類に従いまして、資料－３と資料－４を準備しておりますので、

その２つをそれぞれご説明させていただきます。 

  なお、この検討会では、火災からの防護につきましては、規制委員会での審査内容について

説明するようにというご指示をいただいておりますものですから、審査資料に基づいてかみ砕

いた資料をご準備しております。 

  よろしければ１ページを開いていただきまして目次でございます。まず、発電所の外から燃

え広がってくる外部からの火災ということでございますが、ご存じのとおり、当発電所周辺は

三方を森林に囲まれておりますから、森林火災についてまずご説明いたします。その後、近隣

の産業施設あるいは内部の危険物施設、これは同じ評価を行いますものですから、この火災に

よる影響についてご説明をしたいと思います。その後、安全施設への影響を評価する評価基準

というものが外部からの火災と同様でありますので、航空機墜落による火災というものについ

てもあわせてご説明したいと思います。 

  ２ページ目、１．外部火災の影響評価の概要についてご説明いたします。この影響評価につ

きましては、原子力規制委員会が制定いたしました規則における要求事項に適合していること

というものを確認するわけでございますが、外部からの火災によって、安全施設に対してどう

いった影響が想定されるのかということを「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」なるも

のに従って評価いたしまして、外部火災が安全施設の安全機能を損なわないものであること、

及びこの図に示します防火帯、これが防護対策なのでございますが、これが適切なものである

ことといったようなことを確認しているということでございます。 

  ３ページにまいります。まず、森林火災でございますけれども、この評価に当たりましては、

米国農務省で開発されまして、森林火災を解析するために米国内の政府機関をはじめとしまし

て広く用いられております Fire Area Simulator、略してＦＡＲＳＩＴＥというものを用いま

して、発電所まで燃え広がってくるような森林火災を設定いたしまして、防護装置として新た

に設定します防火帯が十分な幅を有していることと、結果として、発電所の安全施設の機能が

損なわれないことを確認しております。 

  シミュレーションに当たりましては、現実の土地利用の状況、植生、地形、気象データなど
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に基づきまして前提条件を設定することになりますが、現在利用可能な実際のデータをそのま

ま使いますと、発電所まで燃え広がってこないような火災にしかならないということでござい

ますものですから、この防護措置は適切であるということを確認するために、前提条件をより

保守的に設定することによってこの防火帯の有効性を確認しているということでございます。

例えば、気象データに書いてあるようなところでいいますと、最大風速とか最高気温であれば、

近隣の気象庁の計測点での最大としますし、最小湿度というようなものであれば、その最小を

用いていくというようなことでございます。 

  次のページ、４ページ目にまいります。特にこのシミュレーションにおいて影響を与える前

提条件というものは、植生にあります。というのは、要は森林火災でございますので、その燃

料は森林でございますものですから、植生が非常に重要であるということになります。我々は、

その森林の植生調査を行いましたけれども、現実の調査結果によると、樹齢が高い、つまり燃

えにくい。また、下草が低いということでございまして、このままですと燃え広がらないとい

うことでございますものですから、いずれ、より燃えやすい樹齢の若い木で、また燃える量が

多いような下草の高い設定とすることによって燃え広がるような火災を設定したということで

ございます。このシミュレーションの区分でいうと、それぞれ樹齢についても下草の高さにつ

いても２段階ずつ、燃えやすく、燃える量が大きくなるような設定にして、ようやく燃え広が

るような外部の火災というものを設定したということでございます。 

  次の５ページ目にまいります。このシミュレーションでは、ガイドに基づきまして、発電所

から１０キロメートルの範囲で居住地区からの出火とか、あるいは道路沿い、たばこポイ捨て

とかあるでしょうから道路沿いの出火というようなものをそれぞれ２ケースずつ、合計４ケー

スについて評価をしております。ここではこれら４ケースのうち、防火帯の位置で最大の火の

強さとなる発電所西北西約１．１キロメートルの道路沿いから出火するケースの評価結果を示

しておりまして、防火帯位置での火の強さは４，５１４ｋＷ/ｍとなっております。ほかの３

ケースも含めましていずれのケースにつきましても、発火点から発電所方向に最大風速であり

ます毎秒２３．８メートルの風が一定に吹き続けるということを保守的に設定しております。 

  なお、この中で火の線と書きまして火線という言葉が出てまいります。よくその広げた紙を

燃やした場合、火をつけた場所から燃え広がる際に、炎を上げて燃える場所というのはちょう

ど線のようになって広がるということを思い出していただくとわかりやすいのですけれども、

森林火災ように地表面に広がる可燃物によって火災が燃え広がるような場合も同様でございま

して、新聞紙であれば紙面、森林であれば地表面に沿って燃え広がる際に炎を上げて燃えてい
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る火災の最前線の線、これを火線と呼んでおります。このシミュレーションでは、この火線の

単位時間、単位長さ当たりの放出熱量、ここでは火線強度と呼んでおりますが、この強度を指

標にして防火帯まで燃え広がった森林火災のうち最も大きなもの、ここでは４，５１４ｋＷ／

ｍですけれども、これをもってしても防火帯を横切って発電所内部側に燃え広がらない防火帯

の幅が設定されているということを確認しております。 

  次の６ページ目をご覧ください。６ページ目は発電所の防火帯を示しておりますけれども、

この防火帯は、先ほど申し上げましたように防火帯位置で最大の火災の強さとなる評価結果を

前提としても発電所の内側に燃え広がることがない幅としているということを確認したという

ことでございます。 

  ７ページ目でございます。当該の防火帯には、可燃物となるような草木が生えてこないよう

に、あらかじめ伐採した上でモルタルを吹き付けるということを計画しておりますが、防火帯

の設定工事はこれからやることになっておりますものですから、防火帯の写真がございません。

ここでは、斜面保護のためにモルタル吹付をした写真がございましたものですから、モルタル

吹付のイメージをご覧いただくために写真を示しております。 

  次に８ページ目になります。ご存じのように、発電所敷地内、敷地境界の周辺には、空間の

放射線の線量率を測定するためにモニタリングポストが設定されております。しかしながら事

故時には、モニタリングポストが使用できない場合に可搬型モニタリングポストによる代替測

定を行う運用を定めておりまして、森林火災時にも、万一モニタリングポストの機能が喪失し

たような場合には同様に可搬型モニタリングポストで代替測定を行うことになるということで、

その場合のやり方をここで示したということでございます。 

  次に９ページ目になります。森林火災は以上でございまして、次は、石油コンビナートなど

の近隣の産業施設の火災爆発による影響とか、あるいは敷地内の危険物貯蔵施設による影響と

いうことでございますが、これらについてはガイドに基づきまして、発電所から１０キロメー

トル以内に設置されております産業施設を洗い出しました結果、一番近い石油コンビナートで

も４０キロメートル以上離れておりますものですから、石油コンビナートは存在しないという

ことでございまして、また、危険物貯蔵施設はここに記載しておりますような２カ所というこ

とで、いずれも貯蔵されている危険物の量が敷地内の危険物の施設より少ないこと、あるいは

発電所までの距離が遠いということから、敷地外のこういった産業施設による影響というもの

は敷地内の危険物施設による火災影響より小さくなるということで敷地内の危険物貯蔵施設に

おける火災の評価を行いまして、発電所の安全施設の安全機能を損なうような影響は及ぼさな
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いことを確認しているということをもって近隣産業施設についても安全であると、問題ないと

いうことを確認したということになります。 

  次に１０ページになります。敷地内の危険物の施設としては、ここの絵に記載しております、

橙色で見にくいのですが、真ん中にあります３号機の非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵し

ています軽油タンク、あるいは右上にあります１号機の軽油タンク、あるいは下のところに四

角く書いております大容量電源装置の軽油タンクといったようなものが挙げられます。あと、

２号機の軽油タンクがございますけれども、これについては地下式とすることにしておりまし

て、現在工事中でございますが、上部にしかるべき厚さと構造強度を持ちました鉄筋コンクリ

ートの蓋を設置することにしておりますので、こういったほかへの影響というものがないとい

うことで評価の対象外にしております。ですから、ここの橙色で示しております３カ所のタン

クについて影響を評価したということになります。 

  次の１１ページになります。敷地内の危険物施設の火災による安全施設の影響評価につきま

しては、その安全施設が設置されているような原子炉建屋などの建物については、その火災に

よる輻射熱、火災で熱く感じる放射されてくるような熱というものが、燃料が燃え尽きるまで

の間ずっとその外壁を加熱し続けるものとして評価しておりまして、この原子炉建屋などの鉄

筋コンクリートの構造強度に影響を与えない許容温度以下であるというようなことを確認して

いるということでございます。 

  下の復水貯蔵タンクについても考え方は同様でございまして、いずれも安全施設の構造強度

に影響を与えない許容温度を設定しまして、評価結果が当該温度以下であるということを確認

して安全性の確認をしたということにしております。 

  次に１２ページになりますが、排気筒について示しておりまして、これも同様の考え方で許

容温度以下であることを確認しているということであります。（４）の海水ポンプ、これは非

常用海水ポンプでございますが、これにつきましては海水ポンプピットの中に設置されており

まして、敷地内の危険物施設の火炎からの直接の輻射熱、放射熱を受けないような位置に設置

されておりますものですから、当該火災による影響を受けないため評価対象としておりません。 

  １３ページにまいります。航空機の墜落による火災につきましては、規制委員会のガイドに

従いまして、墜落後の航空機燃料による火災というものを評価しておりました。加えまして、

敷地内の危険物施設の火災が重畳したような場合の火災についても評価を行っております。現

状、女川発電所至近の航空路には就航していない航空機ではございますが、就航している航空

機のうち最も積載燃料が多いものとしてボーイング７４７の４００型を選定しておりまして、
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燃料２１７立方メートルを積載したものが燃えたとしても、それが危険物火災と重畳したとし

ても、先ほどと同様の評価によりまして原子炉施設への影響はないということを確認しており

ます。 

  １４ページが具体的な評価結果でございまして、先ほどと同様の評価でございますものです

から、外壁の温度が許容温度以下であるということを確認していると。それは原子炉建屋、復

水貯蔵タンクは１４ページでございます。 

  以上が、外部からの火災の影響ということでございます。 

  １５ページにまいります。現在、適合性審査を継続しておりまして、コメント回答実施中で

ございますが、主な回答状況としては、ここに載せておりますような３つの点がございます。

ＦＡＲＳＩＴＥ、先ほどの森林火災のシミュレーションの解析でございますが、この保守性に

ついて説明することということでございまして、これについては先ほど申し上げましたけれど

も、ガイドに従いまして厳し目の設定をしていくことによって保守性を確保しているのですと

いうことを説明してご了解いただいているということでございますし、また、航空機落下と危

険物施設火災の重畳につきましても、先ほどご説明したとおりのものをご説明しております。 

  また、運用について、やはりご質問がございまして、植生等の管理について、防護計画書等

に定めるというその具体的な方針を説明しなさいということでございますが、これについては、

発生時の対応とか、防火帯の維持・管理などを適切に実施するための対策というものも含めて

火災防護計画に定めますということと、組織内における責任の所在とか運用管理、そういった

ものの項目を挙げてご説明してご理解をいただいているということでございます。現在残って

おりますコメントの数は１０件になっております。 

  １６ページでございます。現在でも燃料は女川の発電所にもあるわけでございますから、常

に火災に対する備えというものはやっているということでございます。ここに書いてあります

ように、火災を確認する、覚知するというようなことと、それから初期の消火活動ということ

で、消火要員１０名が常駐して、それによって予防散水など、あるいは消火活動などを実施す

るということにしております。 

  左下のほうに消防車を示しておりますけれども、女川の構内には、化学消防車１台に加えま

して水槽つきの消防ポンプ車が１台ございます。また、水槽つきのポンプ車は、化学消防車と

しても同様に使えるように泡原液を搬送するための車と、それを泡として噴出できるようにす

るラインプロポーショナーというものがございますが、それらも持っておりまして、それらに

よって消火活動を行うことにしております。 
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  加えまして、緊急安全対策として、緊急時に使用済み燃料プールなどに注水するために購入

したものではございますが、これに加えて３台の消防ポンプ車が発電所高台のほうに常備され

ているという状況でございます。 

  以上が外部火災でございまして、続きまして、内部火災についてご説明させていただきたい

と思います。 

  内部火災につきましては、１ページ開いていただきまして目次がございます。これにありま

すように、まず概要を説明させていただきますが、火災の防護対策といたしましては、２番の

発生防止、３番の感知・消火、４番の影響軽減というものが３つの基本方針でございまして、

それらについて具体的な内容をご説明したいと思っております。 

  また、原子炉格納容器の中は特別な場所でございますので、それらについても５番で説明さ

せていただこうと思っております。 

  ２ページ目、１番の内部火災の概要というものをご説明いたします。記載のように、審査基

準の要求事項に従いまして、火災予防、火災から防護するというようなことで発生防止、感知

・消火、それから影響軽減といった各対策についてそれぞれ講ずるとしておりまして、具体的

なものは先ほど目次でも出てまいりましたけれども、右端の列に書いてあります具体的な対策、

それぞれございますものですから、これらについてこれからご説明します。 

  ３ページ目の発生防止でございます。まず、ケーブルの難燃性ということになりますが、ケ

ーブルについては、当然でございますが難燃ケーブルを使用することとなっておりますが、で

は、この難燃とは何ぞやというのが上から２つ目の矢羽のところの赤い四角３つで書いてあり

まして、火災により着火し難い、あるいは著しい燃焼をしないと、あるいは加熱源を除去した

後はその燃焼部が広がらない性質を有していると、こういったことを難燃であるという性質の

定義にしておりまして、この３つの項目について実証試験を行って確認をしているというケー

ブルを使っております。 

  中身はどういうことをやっているかというのが（１）でございまして、ＵＬ、Underwriters 

Laboratories という米国の団体がございまして、こちらが、機能とか安全性に関する米国内

の標準的な規格といったものを策定して、これを提案していくというものでございまして、広

く西側諸国に今用いられているというようなものでございまして、このＵＬの燃焼試験の方法

に基づいて試験を行いまして、この実証試験といったものを確認しているということでござい

ます。これは自己消火性という部分。 

  あともう一つ、延焼性というようなことでもう一つの性質を確認する実証試験といたしまし
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ては、電気学会推奨の試験方法に基づいた燃焼試験を実施しているということでございます。

ほとんどのものはこういったケーブルを使うことが可能なのですが、一番下の赤四角で示して

おります核計装ケーブルと放射線モニタ用ケーブルにつきましては、その次の青四角、下から

２つ目に書いてありますように、微弱電流・微弱パルスを扱うため、耐ノイズ性を確保するた

めには絶縁体にどうしても誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用しなければいけない。これ自

体が燃えますので、延焼性の試験には満足しないということになります。ですから、こういっ

たケーブルにつきましては、ほかのケーブルからの延焼とか、あるいはほかのケーブルへの延

焼が発生しないように専用の鋼製の管、電線管の中にこういったケーブルを敷設いたしまして、

両端を耐熱シール材で塞ぎまして防護処置を行っているということでございます。 

  ４ページ目に、今ほど申し上げました実証試験というのはどんなものなのですかということ

を示しております。詳細にわたりますので、詳細はご説明申し上げませんが、まず、自己消火

性ということについては、このＵＬの試験ということで、チリルバーナというのはわかりにく

いのですけれども、予混合式のバーナでございまして、国際電気規格、電気標準に則りまして

設定されているバーナでございます。気体燃料を用いる予混合バーナの種類でございまして、

それの（チリルバーナの）火を（ケーブルに）当てて燃えないということを確認しています。 

  また、延焼性につきましては電気学会の推奨の試験方法ということで、リボンバーナと書い

てありますけれども、バーナの口が広くなっておりまして、出てきます炎の幅がある程度の幅

があるというようなこと、それをもってリボンバーナと呼んでおりますが、いずれ予混合の気

体燃料のバーナということでございます。それによって試験を行いまして、ここにある判定基

準で、先ほど申し上げたような難燃性にかかわる性質を確認しているということでございます。 

  ５ページ目でございます。火災発生防止の中のもう一つでございます蓄電池室の水素漏えい

対策ということでございます。私ども使っております蓄電池、非常用の電源の蓄電池が中心で

ございますけれども、これは鉛蓄電池を設置しております。ですから、電極に硫酸鉛が固体状

になって付いている訳でございますが、これが電気を放出する際に、どうしても正極側から水

素が出る可能性があるということでございます。もしそれが漏れ出てきた場合は火災に対する

対策が必要だということで、水素濃度の検知器を設置するということで漏れているか漏れてい

ないかということを確認しまして、漏れて異常があるような場合はこの警報を発生させまして、

これが爆発原因にならないように機械的な換気を行う、そういう措置を行うことにしておりま

す。 

  次に６ページ目でございますが、発生防止のもう一つの大きなポイントでございます油の漏
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えい拡大防止でございます。右下側にちょうどポンプと電動機の絵がございますけれども、そ

れぞれ軸受けなどを使っておりますものですから、その部分の摩擦の潤滑あるいはその冷却と

いうために油を使うことが多くなっております。油は、当然でございますが難燃性のものを使

っておりますが、燃えるものですから、これが漏れてきた場合に火災が発生しないようにしな

ければいけないということでございます。熱いようなところにいって火がつかないようにしな

ければいけないということでございます。 

  そういった意味で、ポンプの軸受けに油がたまっているというようなこの例でいいますと、

右側の②ですけれども、その周りに油受け皿をつけまして、その油が漏えい拡大しないように

していますということでございますし、あるいはもう部屋の中に全体として油が入っているよ

うなタンクが置いてあるようなものについては、左側の堰というようなものをもちまして、そ

の部屋あるいは区画の外に油が広がらないような措置を行っていく、そういうことでございま

す。 

  次、７ページ目にまいりまして、話が変わりまして感知・消火ということでございます。感

知・消火につきましては、従前から煙感知器とか熱感知器とか、種類の違う感知器を設置して

きたわけでございますが、今回ここに書いてありますように、煙、熱、炎それぞれこれを感知

できるような多様性のある感知方式によって火災を確認できるようなものを、必要な場所に多

数設置するということにしておりまして、この火災現象を素早く確認できるようにしたという

ことでございます。 

  工夫しておりますのは、例えば黒丸の一番上に書いてあるのですけれども、急激な温度の上

昇とか、あるいは煙濃度の上昇ということをぱっと把握することができるように、デジタル式

ではないアナログ式の感知器を入れるとか、あるいは早期感知あるいは誤動作防止といったよ

うなことが可能になっている炎感知器のような非アナログ式の感知器、こういったものを併用

するようにしているということでございます。 

  それから、８ページ目でございますが、場所によっては、ある区域について、消火させるた

めの、火災を防ぐためのガスを噴出することによって消火させる設備を設置するというような

場所がございます。具体的にはここに書いてありますが、ポンプ室あるいはディーゼル発電機

室といったような油類が多くあるような場所、あるいは高圧の電源盤といったものを設置して

いる場所になりますけれども、そういったところについては部屋全体、区画全体に消火ガスを

噴出するということの消火設備を設置したいというふうに考えております。 

  使用するガスは、右下に書いてありますけれどもハロン１３０１といったようなものを考え
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ておりますが、これは雰囲気中の酸素濃度を低下させない形で消火ができると。ですから、火

災による酸化反応をこの化学物質によって防ぐことになる。酸化反応と比べて、よりこのハロ

ゲンとの化学反応の傾向が強いと、そういったやり方による消火活動を行うということを基本

としておりまして、そういったことで全域の自動消火設備も設置する場所を作りたいというふ

うに思っております。 

  ９ページ目にまいりますけれども、消火設備の中でケーブルトレイというものがございます。

ケーブルトレイは、ここに書いてありますようにコの字型が上に向いたような形のところにケ

ーブルがだらだらと並んでいるというようなものでございまして、それぞれケーブルが万が一

過電流などが流れて燃えたというようなときの場合には、当該の箇所に、検知器が検知するこ

とによって自動的に泡消火剤を放出して、そのケーブルの火災を窒息消火させることができる

ような非常に粘度の高いような泡を放出する設備というものを設置するように考えております。 

  では、そういったものが本当に有効なのかということについては、１０ページ目に消火試験

の例が載っておりまして、左側の①がケーブルトレイの状況でございまして、それが燃え広が

ると②。③では泡消火剤が放出されておりまして、④は２つございますけれども、垂直トレイ、

水平トレイ両方にも泡消火剤が適切に付着して消火が完了すると。そういった試験をやって有

効性を確認しているというものでございます。 

  次に１１ページでございますけれども、同じく消火でございますけれども、消火の際に使う

ものとしては、水が多くございます。先ほどのガスは別として、水が多くございますものです

から、その水については、従前ございました補助ボイラー建屋内地下１階の消火水槽ばかりで

はなく、その近傍に第二消火水槽ということで水源を二重化するということにしておりますし、

加えまして連結送水管のところに連結送水口をつけまして、移動式消防車を使いまして、構内

８カ所に分散配置しております防火水槽からこの水を引きまして、必要な消火のための散水が

できるような配慮をしているということでございます。 

  １２ページにまいります。万が一火災が発生した場合の影響を軽減するというものでござい

ますけれども、ご存じのとおり、原子力発電所では、安全系は今３つに区分されております。

区分１、区分２、区分３ということで３つに区分されておりますが、例えばここでは区分１と

区分２を書いてございますけれども、その区分の片側で火事が起こった場合、反対側の違った

側の区分のほうに影響を及ぼさないようにしてあるということで、そこの区分を分離いたしま

す耐火壁の部分については、３時間以上の耐火能力を有するようなコンクリートの厚さであっ

たり、あるいは必要な貫通部の処置というものを行ったということでございます。 
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  また、一部このように建物で、あるいは壁で仕切れないような場所がございますけれども、

そういった場合については、先ほどの３時間耐火ということではなくて１時間耐火の隔壁と、

あとは火災を感知しまして自動的に消火をするという設備を設置するということでございまし

て、そうすることによって、同じ広いエリアの中に区分１と区分２があって、ある程度の離隔

距離があるというようなものですので、それについてこういった措置をするということでござ

います。 

  先ほど申し上げた貫通部の施工の例が１３ページに記載されています。当然でございますけ

れども、配管貫通する場所は、壁であったり床であったりということになるわけでございます

けれども、それぞれ耐火材というもので施工いたしまして、仮に火が起こったとしても反対側

のほうに火炎が噴出してこないことなどの判定基準をもちまして、その耐火性、貫通部の耐火

性が十分であるということを確認しているということでございます。 

  それから、１４ページのほうには扉の耐火試験というものをつけております。写真がついて

おりますものですから、扉ということは容易に想像できるかと思いますけれども、この試験前、

試験後という例を出しておりまして、加熱した側、加熱しない側ということの中で、判定基準

も同様に火炎が噴出しないことなどを満足していることを確認しているということであります。

右側の絵はわかりにくいのですけれども、この扉をすぱんと切ったときに横から見るとどうい

うふうに見えるかということでございまして、加熱側の扉には、このバーナと書いてあるとこ

ろから火が噴出して加熱されると。一方で、非加熱側というところで先ほどの判定基準に合致

しているかどうかなどを確認していくということでございます。 

  １５ページでございます。建築の先生もおいでになりますものですから、扉というのには必

ずドアクローザーというものがついていて、それにはよく油が入ったダンパーが使われている

ことがあるのではないか。それが燃えるんじゃないかと、そういったご心配をいただくことが

ございますけれども、これらについては、３時間耐火性能を有するような改良型のものという

ものを設置しておりますので、これは大丈夫ですという例でございます。 

  １６ページ以降は、特別になりますけれども、格納容器の中の火災防護についてご説明した

いと思います。 

  １６ページ、下に絵が描いてありますけれども、私どもご存じのようにＢＷＲでは、原子炉

格納容器の内部は、プラントの運転中は窒素を封入しております。ですから、酸素がございま

せんので、酸化反応であります火災が発生することはないと考えております。 

  一方で、定期検査中の場合は、我々の人員が出入りいたしますので、この空気置換を行って
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作業を行っていますから、何らかの対策を行わなければいけないということで、先ほど申し上

げましたような火災の感知・消火、防護といったようなことをやっていくということでござい

ます。 

  感知・消火につきましては、１７ページに具体的に記載をしております。この定期検査中の

空気置換されているタイミングでは、火災発生の可能性を否定できませんので、もちろん可燃

物の持ち込みの管理というのはきちんとするわけでございますけれども、なお念のため、アナ

ログ式の煙感知器を設置したり、油というものがありますポンプの周りには炎感知器を設置し

たりということで感知をしているということでございます。定検前後の感知器を設置していな

いところにつきましては、さまざまな警報器がございますものですから、あるいはパラメータ

変化などを見まして、異常を確認しまして、火災の可能性というものを評価判断していこうと

いうふうに考えております。 

  また、消火設備については、基本的に消火器で対応できるかと思っておりまして消火器を配

備しておりますが、もちろん屋内消火栓による消火も可能なような準備を行っておりますし、

必要に応じまして、火災が燃え広がりそうな場合には窒息消火、つまり機器ハッチを閉めてし

まえばそれによって窒息消火ができますので、この窒息消火をやりたいと思っております。 

  １８ページにその窒息消火の例を書いておりますけれども、窒息消火時間というものが、大

体今一番油の量が多い原子炉再循環ポンプの潤滑油が油受け皿に漏えいして火災が継続して発

生したという場合を考えましても、窒息消火をしてやれば４時間ほどで消火することができる

ということでございます。 

  以上が内部火災に対する火災防護の基本的な考え方、その有効性でございますが、１９ペー

ジの適合性審査のほうには、これまでの主なコメントということで書いております。今までも

ご説明したような格納容器内の火災防護、定検中を含めて説明することということで説明して

おります。 

  また、難燃性ケーブルを使用できない場合の電線管端部のパテ埋め施工の必要性、これにつ

いても先ほどご説明したとおりであります。 

  それから、二酸化炭素消火設備、ガス消火設備ですけれども、これについて中央制御室から

起動できない設計の妥当性について説明することということで、これは現地に行きまして、人

がいないことを確認してからでないと二酸化炭素の消火設備を放出することはできません。二

酸化炭素の場合は、先ほどのハロンとは違いまして、放出してしまいますとその室内にいる人

は窒息死してしまいますので、これはそういう運用をしておりますということで、私どもが中
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央制御室からの遠隔起動ということではなくて、二酸化炭素の場合は人が行かなければいけな

いんだということなのですけれども、一部、非常用ディーゼル発電機室のようなところについ

ては、遠隔で操作してもいいようにハロゲン化物の自動消火設備に変更するといったことにし

ております。 

  指摘事項の残件は２０件程度でございまして、今後も引き続きコメント回答を行っていくと

いうことにしております。 

  なお、お手元に配付しておる資料がございます。限定配付ということでございまして、回収

させていただくという資料でございます。少し、先ほど説明の際にこちらを読み出せばよろし

かったのですけれども、多分お配りしているやつはマスキングされているものをご覧になって

いたかもしれないので申しわけございませんでしたが、水素の対策、それから泡消火のケーブ

ルトレイの試験例、それから、貫通部施工の耐火試験例でございます。申しわけございません

でした。 

  以上でございます。 

○座長 ただいま東北電力株式会社からご説明がございましたが、何か委員の先生方、質問等が

ありましたらご発言をいただきたいと思います。鈴木先生、お願いいたします。 

○鈴木委員 専門の分野ではございませんけれども、教えていただきたいということで質問させ

ていただきますが、防火帯についてです。防火帯というもののイメージは、大変詳しくご説明

されたのでイメージとしてはわかるのですが、まず、その防火帯の設計です。設計プロセスと

いうのが書いてありました。資料－３の６ページの右側に、防火帯基本設計ルートという言葉

が出てきます。詳細設計を今後実施というふうに書いてありますが、防火帯を設計というもの、

防火帯というもののイメージはわかるのですが、これは、基本的な設計基準あるいは設計指針

というものが何らかの権威ある協会等でつくられていて、それに基づいて設計されるというそ

ういうものなのですか。 

○東北電力株式会社 今ほど私どもがご説明しました防火帯の幅につきましては、先ほどの森林

火災の延長でございますものですから、その幅での有効性についての指針、評価指針、これは

ございますものですからそれはいいのですけれども、今先生からご質問があった、構造的なそ

ういった維持することの基準とか規格ということで考えますと、それはございません。ですか

ら、私どもとしては、例えばそういったところが、この地震とか、あるいは大量の雨で崩れて

きてしまってはいけないものですから、ほぼほぼここに書いてある赤い線の形で２０メートル

幅につくるんですけれども、実際現地を確認して伐採してみたら、どうもここはこのままだと
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崩れてしまうかもしれないというところがありますと、少しずらすことも考えなければいけま

せんし、通常しばらくそういった構造、２０メートルのコンクリートがピシっとついているよ

うな構造になるようなところに……。 

○鈴木委員 わかりました。そうすると、例えば火災評価というお話ですが、実際のお話は、ど

ちらかというと、土木的といったら失礼ですけれども、そういうようなものですよね。それで

土木学会の基準があるわけでもないと。そうすると、そういうものが正しいかどうか、いいか

どうかという判断をするクライテリアいうものが現時点では確立されていなくて、東北電力さ

んのほうで自主的にそういうものを決めてやっていると、そういうものなのですか。そうせざ

るを得ないと、そういうことなのでしょうか。 

○東北電力株式会社 おっしゃるとおりです。そうせざるを得ないということになります。 

○鈴木委員 と申しますのは、７ページに、これは防火帯の場所の写真ではないよとお断りの上

でモルタルを、私もモルタルが専門ということではないのですけれども、モルタル吹付をやる

のだと言われてこの絵を見せられても、これが本当に防火帯としての効果がある防火帯になる

のか、それと、吹き付けてあるだけですから、経年劣化もいずれ起こるだろうし、あるいは地

震で、地震だけではなくて雨などの影響で劣化する可能性を考えると、防火帯というものの具

体的なイメージがわかりにくいので、本日ご出席の皆さんどう受け取られているか。その辺を

きちんと説得力のあるように説明していただきたいと感じたのですが、いかがでしょうか。 

○東北電力株式会社 全く同じご心配を、やはり１５ページの表の一番下にあるように、防火帯

の維持・管理ということでご質問いただいておりまして、我々これを、まさにこれからその具

体的な運用計画、基本計画ということでつくり込んでいくんだというふうに思っています。も

ちろん今もご指摘ございましたように、定期的なウォークダウンといいますかパトロールをし

まして、きちんとそのモルタル吹き付けられているよねということとか、さまざまなことを確

認していくということでございましたでしょうけれども、こういったものを、ではどういった

頻度でやっていくのか、それは何をクライテリアにしてやっていくのか。あるいは、先ほどご

指摘ありましたように、我々の設計がもともと妥当だったのかというような検証も含めて今後

やっていくことになるんだろうと思います。 

○鈴木委員 今回はそういう防火帯ということを基本的なあれとして進めていくと、今後いろい

ろな課題はあるけれども、そこを詰めていくということの基本的な方向を伺ったと理解してよ

ろしいでしょうか。 

○東北電力株式会社 結構でございます。 



- 20 - 

○鈴木委員 ありがとうございました。 

○座長 そのほかご質問等ございますでしょうか。兼本先生、お願いいたします。 

○兼本委員 外部火災と内部火災を含めて同様な検討をやられているというのは理解できたので

すが、先ほどの森林火災コードＦＡＲＳＩＴＥとかいろいろ新しい検討をされているのではな

いかと思うのですが、それの実際の運用体制というか、電力共通の課題だと思うのですけれど

も、どういう体制でこの試験をやって、それが最終的に規制とか保安計画とかそういう基準と

して、国が準備するのか、電力会社ごとに設定するのか、それをもう少し詳しく教えていただ

けますか。 

○東北電力株式会社 １点目のどういったような体制になっているかについて、２つ分けられる

と思います。まず、シミュレーションの話をさせていただきますけれども、こちらにつきまし

ては、やっぱりこのＦＡＲＳＩＴＥが使える事業者を国内で見つけてまいりまして、それを中

心にやるということにしております。これについては、実は国内でも発電所とかでこういうの

をやるのは初めてのことでございますものですから、かなり電力、他の会社も含めて協力しな

がらやっている実態でございます。 

  このＦＡＲＳＩＴＥについては、ほかの会社もすべからく使っておりますものですから、先

ほど申し上げたように、アメリカの国家機関では広く用いられているものということでいいま

すと、運用実績はあるということでございまして、それを用いた結果について、審査の中で詳

細についてもご説明させていただいて、前提条件を含めてよしとされているということでござ

います。 

  一方で、実証試験でございますけれども、実証試験につきましては、かなり国外の規格、国

内の規格、それぞれ整備されてきている状況にあると思います。ですから、どの規格を使えば

よろしいのかということを我々判断して、説明して、それで了解をもらっているという状況で

ございまして、その規格に従って仕様が満たされているということを確認している、そんな状

態であります。 

○兼本委員 それは電力会社では共通で試験をやっていると考えてよろしいんですか。それとも、

個別ということですか。 

○東北電力株式会社 物によっておりまして、個別にやっているものもございます。 

○兼本委員 ちょっと気になったのは、いろいろと入念な計画は立てられているのですけど、同

じ電力共通の課題だけれども、電力会社によって違う対策をやられているのではないかという

こと。それは逆に言うと、抜けがあったり、過剰だったりという、共通性はいいというもので
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はないのですけれども、やはり相互に比較をして、抜けがあればきちんと反映するというよう

な情報交換をやられているかどうかという視点で教えていただきたいと思います。 

○東北電力株式会社 当然私どもも審査、これまで合同で進めてまいりましたものですから、事

前にヒアリングあるいは審査会合を通してあらかじめお互いに確認することができますし、そ

ういった中でやりとりをして、かなり共通な部分というのは出てきている。出込み引っ込みが

あるような場合につきましても、当然ですけれども、我々も気がつきますし、規制側も気がつ

いて、何でおたくこれやってないのか、何でこれおたくここまでやるのというようなところが

ございます。ですが、そこはそういった中でも、やり過ぎは怒られることはないんですけれど

も、足りないようなものについてはきちんと落ち穂拾いはされてきているという認識でござい

ます。非常に概略的な説明で申しわけないですけれども。 

○兼本委員 わかりました。 

○東北電力株式会社 先ほど私どもの説明の中で、内部火災になりますけれども、例えば１２ペ

ージです。これで、余り詳しく説明しなかったのでちょっとおわかりにならなかったかもしれ

ないのですけれども、上のほうの絵は、ケーブルトレイがコの字型に開いております。これは、

ただ開いていても、泡消火は粘性が高いものですからその泡がつくと。それによってきちんと

消火ができます。 

  一方で下のほうを見ていただくと、右側のほうの青いトレイがぐるっと黄色で巻かれている

と思うのです。これはこうやって巻くことによって、その泡が確実にその中に充満するという

ようなことを担保するというような工法でございまして、ある意味、より高度な方法というこ

とになろうかと思います。ですから、この辺のやり方、その適用の範囲の差というのはどうし

ても出てくることはあろうかなと思っていますけれども、そういった違いを見ながら、私ども

としてもやっていきたいと思っております。 

○座長 そのほか。岩崎先生、お願いいたします。 

○岩崎委員 お聞きしたいのですけれども、まず外部のほうで６ページの防火帯、今話題になり

ましたけれども、この防火帯をここに設置した理由というのはどういう理由ですか。例えば、

固体廃棄物貯蔵所のすぐ脇が防火帯になっているわけで、決してこれはいい防火帯の位置では

ないように見受けますが、いかがですか。 

○東北電力株式会社 この防火帯については、まず一つございますのは、私どもとして守るべき

ものが全て中に入っているということは必須条件だと思っております。あともう一つございま

すのは、先ほどどうやって評価するのかという例をお見せしましたけれど、例えば建物であれ
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ば、その安全設備の入っている建物の外壁が、しかるべき構造強度が維持できるような許容温

度以下であるということを確認すればいいということでございますので、そこの部分について

は、我々そういったことを確認してこの部分を設定させていただきました。 

  ただ、一応これはこういったことでございますが、実際先ほど鈴木先生からご指摘あったよ

うに、現場を見てみまして、ここでなくてこっちに動かしたほうがいいというようなことは、

今後あり得ることだとは思っております。 

  今の岩崎先生のご質問は、固体廃棄物貯蔵所に近過ぎるのではないかというご指摘でござい

ますけれども、総括的に申し上げますと私どもはそういうふうに考えておりますということで

ございまして、答えになっていますでしょうか。 

○岩崎委員 これからということなのですが、図で見ると、この図の左側が余裕を持った防火帯

の設置になっているんだけど、わかりますか。ところが右側は、すごい際に設置しているわけ

ね。これは、私の知識では、その上の図を見ると多分余裕を持って設置できると思うんですよ

ね。特に、斜面であろうと何であろうと、離したところに作るのがやっぱりいいはずで、いわ

ゆるこの２０メートルが必要かどうかというのは、それはいろいろ審査の対象になるのでしょ

うけれども、この位置だってちゃんとチェックしていただかないといかんのではないかと。 

○東北電力株式会社 岩崎先生は何回も行かれてご存じだと思うのですけれども、高さ方向が随

分下がるというご理解をいただいていると思います。 

○岩崎委員 それは、この図でもわかるんですけれど、それは設置しやすい、しにくいという議

論をしているわけではなくて、例えばその上の図は、黒線が敷地境界と考えていいわけですよ

ね。この上の写真。 

○東北電力株式会社 そうです。 

○岩崎委員 これから見て、難しいのはわかるけど、津波の堤防で２０メートルの高さをつくる

わけだから、そんな斜面を削る、木を切ってセメントで打ってある工事なんて大したお金かか

らないんですよ。それをこの際につくるという発想はね、どう考えても理解できない。 

○東北電力株式会社 失礼いたしました。際につくろうと思ってつくっているということではな

くて、ここで必要十分であろうということで、先ほど申し上げましたように平面図でございま

したので、近くで見ますと高さ方向の距離もございますし、先ほど距離、しかるべき距離、要

は放射線と同じで距離の二乗できいてくるというような減衰になりますから、放射の輻射熱で

すから。ですから、その距離がきちんととられているということを確認してございます。 

○岩崎委員 今日はあれですけれども、ちょっと納得いかないので、この防火帯の設置位置につ
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いては、もう一回説明していただけますか。特に、固体廃棄物がここにあるわけですよね。ド

ラム缶に入っているわけでしょう。相当な数が入っているわけで。例えばこのすぐ脇で発火し

て、その４，５００というのかもしれないけれども、それだけのものが耐えるのかどうかとか

ね。出ちゃまずいわけですよ。放射能、放射性物質は。だから、その辺の発想がね、というこ

とで気になりますので、今日はこの時点で控えておきます。 

  それともう一つ、飛行機ということで想定されていて、ジャンボの大きいやつですかね。私

も詳しくないんですけど。それが落ちてどこで燃えたかというのは、図の位置なんですか。２

ページの図の航空機墜落による火災というのは、これはどこで燃えたという想定をしているん

ですか。 

○東北電力株式会社 航空機落下についてはどういうふうに考えているのかということでござい

ますけれども、一般的にＩＡＥＡとかそういったところで言われています安全目標の１０のマ

イナス６乗とか５乗、４乗といったものより十分低い確率として、１０のマイナス７乗という

ような落下確率で落ちるようなエリアってどれくらいの広さなのかというのを、我々守るべき

対象の施設、原子炉建屋とかさまざまございますけれども、その外縁から全部引いてまいりま

して、四角と扇形をつないだようなことで面積を出しますと、こういった面積が出てまいりま

す。 

  当然ご存じのとおり、女川の上空を通過するような飛行ルートは設定されておりませんので、

そういった航空路を外れて落下するような確率というものを求めまして、それに基づいてこの

面積を求めるわけなのでございますが、これらの中のいずれかの面積の一番端のところにはど

こかぶつかるというようなことで燃やしております。 

  あと、あるのは、例えば３号機の軽油タンクございますけれども、これがその落下の影響に

よって燃えるということも併せて輻射熱を評価して、原子力建屋とか復水貯蔵タンクとか、そ

ういったところの外壁の温度が所定の温度の中であるということを確認をしているということ

になります。 

○岩崎委員 いわゆる保守性というのが、当然この計算で積み込まれているのですけれど、これ

は保守的な位置を設定していることになるんですか。 

○東北電力株式会社 もちろんその航空機が落下して、その３号の軽油タンクがあわせて燃える

ということなので、本当はどこなんだというところがあるんですけれども、いずれ一番際まで

航空機燃料の燃える位置としていますし、３号機の軽油タンクの位置は変わりませんので、そ

ういった距離といった意味での保守性はもちろん考えておりますし、あとは先ほどのトータル
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の加わるエネルギーの量ということでいいますと、燃料等の量ということになりますので、先

ほど申し上げたように、現在飛行されておりませんけれども、この燃料、２１７立方メートル

ほどのジェット燃料がそこで燃えるというようなことを考えて、それで評価をしていると、そ

んなことになります。 

○岩崎委員 何でお聞きしているかというと、例えば１１ページで、タンクだけが燃えたときは

原子炉建屋は７９℃にしかならないのに対して、１４ページの場合は、原子炉建屋１８１℃ま

で上昇しているわけです。２００℃というのが許容温度だとして、余裕が余りないということ

にもなるのかもしれないわけです。１００℃以上は飛行機の効果が入っているわけでね。だか

ら、その入れ方が保守的なのかどうかということが、今回このご説明でなかったので、飛行機

が落ちて、どのくらいの位置に落ちて、どのくらいのものが燃えて、原子炉建屋のところの関

係で十分保守的なのかどうかということをご説明いただかないと、この１８１℃というのが、

まだ５０℃ぐあいだったらまだ余裕あるねと。タンクだったらね、離れているからね。だけど

１８０℃って言われると、大丈夫ですかという心配をしてしまう。その説明が何か欲しいなと

思うので、いかがですか。 

○東北電力株式会社 もちろん評価の中にも保守性を持っておりますし、あとは許容値のところ

にも、２００℃というものについても、先生ご存じのとおり余裕を持っております。ただ、今

のご質問は多分、その（許容値）２００℃に対して（評価値）１８０℃でしょうと。その評価

に当たっての前提にも保守性が適切に含まれているのかと。先ほど私申し上げたような距離と

か燃料の量といったことについての保守性についてはご理解いただいたようで、さらに何かあ

るのかと。そういうご質問ですよね。 

○岩崎委員 そういうことです。せっかく、多分保守的に設定されているので、その辺の場所と

かいろいろ心配するのをご説明いただければいいかなと思うんだけれども。 

○座長 次の機会にその辺を説明していただけますか。 

○東北電力株式会社 はい、よろしいですか。申しわけございません。 

○岩崎委員 よろしくお願いします。 

  それで、もう一つお聞きしたいのは、内部のほうで、内部火災は従来からいろいろ検討され

て、対策講じられていく話だと思うので、今回新たに変わっているところというのはどこにな

るんですか。内部火災について、従来いろいろ取り組んでいたものに対して、こういうところ

が変わっているとか、こういうバージョンアップしたとかというところをご説明いただけます

か。 
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○東北電力株式会社 まず、この内部火災について、難燃性については既にやられているところ

ではございますけれども、５ページにある水素漏えいの検知については、これは新しいもので

ございます。 

  私ども、ご存じのとおり蓄電池、密封型の形になっていますものですから（水素は）出てこ

ないのでございますけれども、ただ、これも万が一、想定外をこういうふうにするのが当然で

ございますので、そういうふうにさせていただいたということでございますし、あとは７ペー

ジ目の感知設備、これについては大幅に拡充をしております。対象エリア、対象個数、これを

大幅に拡充したということでございます。あとは８ページ、このガス消火につきましても、か

なりエリアを拡大しているということですし、また、従来はＣＯ２消火ということで窒息のリ

スクがあったものを、例えばハロンに変えるといったことも工夫をしております。 

  あとは９ページの泡消火、これは新しい話でございます。ケーブルの部分については、もち

ろん信号ケーブルとかであればヒューズとかもあらかじめついておりますから、あるいは過電

流防止のブレーカーとかもありますものですから、これはいいのではないかということもある

のですけれども、想定外が起こるということでございますので、そういうこともしていこうと

いうことでございます。あとは１１ページの水系の多様化。送水管を含めて、これも新しい話

でございます。あとは１２ページの系統分離、従前からこれは防火区画を設定いたしまして系

統分離しておりましたけれども、それをさらに仕様を強化をしているということでございまし

て、こういった対応がすべからくなっている。ですから、１３ページ、１４ページ、こちらの

限定配付の１３ページのものとかそういったものについても、今回新たに別途確認しておりま

す。１５ページのドアクローザーについても新たに対応したということです。 

  内部火災につきましては、特に私ども女川１号機で地震によってケーブル火災がございまし

た。以前より我々も気にしておりまして、その電気盤の遮断器をいいものに取り換えようとい

うことで計画していたのですが間に合わなかったということなのですけれども、加えて今回、

徹底的にこういうことをやるということです。 

○岩崎委員 わかりました。いろいろ対策が進んでいるというふうに理解させていただこうと思

いますけれども、やはり外部火災は、頻度という点でも私想定しにくいとは思っているのです

が、内部火災というのは、例えば今度の工事の際にも、結構どこかに火がついたとかいろいろ

ありましたので、非常に気を使っていただきたいということで思っています。特に放射性物質

の飛散というのは絶対避けなければいけないので、くれぐれもまた、ますますよろしくと思い

ます。 
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○東北電力株式会社 私、安全対策工事の責任者もやっておりますもので、本日承りましたので、

しっかりとやらせていただきます。ありがとうございます。 

○座長 そのほかございますか。長谷川先生、お願いいたします。 

○長谷川委員 先ほどの鈴木先生、今の岩崎先生の御質問にも絡むのですが、（資料-３）６ペ

ージでは、４桁の数字出されています。このようなことが非常に気になるのが私の悪い癖です

が、右のほうに防火帯近傍における最大火線強度として４，５１４（ｋｗ／ｍ）という数字が

出ているんですね。この意味の１つとして、いろんなことを全部保守的条件で見積もっている

から“最大”とする考え方があります。もう一つに意味は、この計算方法による火線強度が本

来持っている誤差のことを示すとも考えられます。ここではどの意味で最大と言っているのか。

さらに、どちらの意味でも、有効数字を４桁も出してくることが、私には理解できないのです。

もう少し有効数字は少ないはずと思うのですが。 

  それ（最大火線強度）から導かれる“必要とされる防火帯幅１９．８ｍ”というものは、例

えばこの“４，５１４”が誤差か何かで変わったときにどの程度影響されるのかというのが気

になります。 

  それと同じようなこと、例えば先ほど岩崎先生の御質問（資料-３、ｐ１４）にあった“最

大で約１８１℃”、についてですが、多分最大というところには、いろいろなことを保守的に

考えているから、たかだかこの値という意味だろうと思いますが、そのほかに（計算の基とな

る種々のパラメータに）やっぱり精度というものもあるはずですから、 “約１８１℃”とい

うのはどのような意味があるのでしょうか。保守的な条件としても誤差なり、何か計算精度と

いうものがあると思いますので、そこをどう考えておられるか、細か過ぎるかもしれませんが、

教えていただけたらと思います。 

○東北電力株式会社 まず１点目の桁数の話をさせていただきますと、６ページ、４，５１４と

書いてありまして、１４は要らなかったのかもしれないのです、実は。といいますのは、ほか

のケース、４つございまして、１つを出しているわけですけれども、ほかのも４，１５８だっ

たり、２，９９３でございますので、安易に３桁目をまとめてしまうというのは、これは全く

おっしゃるとおりだと思います。 

  ただ、このＦＡＲＳＩＴＥというシミュレーションコードの目的でございますけれども、物

理現象なり要素を的確にシミュレーションしようということではなくて、例えば守るべきもの、

当時はアメリカの森林火災を想定して送電線の鉄塔とかそういったものなのですけれども、そ

ういったものを守ろうとしたときに、当該のエリアの火災を想定してやって、その防火帯なら
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防火帯が適正なものになっているかどうかということを評価する、そういったコードになって

おりますものですから、基本的にこれの使い方といたしましては、入力値にあらかじめ保守性

を持ってデータを投入しなさいということになっていると認識しております。ですから、出て

きたものをそのまま使って、その数字と比較してやるということが一つの判断基準としてやっ

ていいというふうになっていると認識しております。 

  ただ、冒頭私ご説明させていただきましたように、この森林火災につきましては、現状の植

生とか、あるいは気温、風向、そういったものを設定しますと、女川では燃え広がらない、要

は牡鹿半島は非常に古い山でございますので、燃え広がらないんですね。それを燃え広がるよ

うにしないと、要は我々の防火帯というのは評価できないものですから、それでどこまで上げ

るということで、うちの防火帯まで燃えてくる設定に上げたということでありまして、一番防

火帯を超えて影響が及ぶのは、そこでどれだけの熱量を発生するものが燃えたのかということ

が一番クリティカルでございますものですから、それを大き目にしてやったと、そういうこと

でございまして、ＦＡＴＳＩＴＥについてはそういう使い方のものだという認識で使わせてい

ただいています。 

  たしかに米国の論文とかを読みますと、先生今ご指摘のように、本当にこれは物理現象を正

しく代表しているのかという議論がなされています。実は、その炎の形もある一定の形で燃え

ているということが前提なわけでございまして、我々機械工学をやっている人間ですと、そこ

から放散する輻射熱というのがある一定で、ある焦点が出てくるというようなことになるので

すけれども、実際は揺らぎますし、風もこう行ったり、こう行ったり、こう行ったり、こう行

ったりということになりますし、あと対流などによって空気が流れていって伝熱するという部

分についてはまた揺らぎが出てくる。逆にいうと、その分冷却される部分もあるということに

なりますものですから、そういった定常的な炎の広がりを前提としたコードであるということ

をもって、私どもこれは、要は我々の火災防護対策、防火帯でございますけれども、その有効

性を評価するには十分なものなのであろうと判断したということでございます。あともう一つ

ポイントは、入力値を格上げしてやっている。あと、申し上げませんでしたけれど、先ほどの

気温とか湿度とか風向、風速、風速についても、至近の気象の観測点が幾つかございますけれ

ども、それら観測点の各項目についてそれぞれの最大値で、こちらの観測点で一項目が最大な

ら個々の項目も全部その観測点のデータを使うのではなくて、気温だったらこちらの観測点が、

湿度だったら別の観測点と、とにかく観測点によらず個々の項目について一番厳しいものだけ

を寄せ集めているということがございます。 
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  この防火帯の維持・管理の延長線にもなるかもしれませんけれども、いずれまた今後先々、

３号機でも同じような話をしなければいけないのかとは思いますが、要は同じサイト内でもご

ざいますし、あるいは長期的な定期的な安全性の評価レベルみたいなものもあるかもしれませ

んけれども、そういったところでもこの整理をするのかなと。 

  いずれＦＡＲＳＩＴＥについての、森林火災についての理解はそういうことで認識しており

ました。 

  あと、もう一つのほうは、外部火災の輻射熱の話ですね。輻射熱の話につきましては、すい

ません、ちょっと私勉強不足なので、この点については必ずしも理解し切れていないので、評

価の前提をしっかり洗い直しまして確認させていただきますが、たぶん今と同じような形にな

っておるかとは思います。 

○座長 それでは、源栄先生、お願いいたします。 

○源栄委員 こういう非常事態対策についてですが、あらかじめ用意しておく部分と実際起こっ

たときに対応の面から考える必要があります。先ほどのＦＡＲＳＩＴＥの解析ではないけれど

も、解析というのは幾らでもパラメータの仮定次第で結果はどうにでもなってしまうものです。

非常事態に対する事前対策と、実際起こったときにどれだけ対応力があるか、量的にどれだけ

対処するか、両方から見ておく必要があると思います。その辺に対する大きな方針が必要で、

どっちにどれくらい力入れるのかというのが非常に大事なのだと思います。プリペアドネスと

即時対応の量的なバランスですね。どっちにどのくらい出資したらいいのかという、最適化問

題とは言いませんけれども、その辺についての方針を明確にしておく必要があるのではないか

と思います。 

○東北電力株式会社 ありがとうございます。少しその端緒になる部分を、１６ページの現状の

消火活動にかかわるところで少しお話ししたのですが、確かに訓練とかそういったものについ

てのご説明が抜けておりまして申し訳なかったのですけれども、それぞれこういった、防火帯

についてはその維持・管理というところがございますけれども、例えば、森林火災が広がって

くるようなときは予備散水とか、あるいは内部火災についても消火活動というのがございます

ので、そういったことに対する訓練というのを、しかるべきタイミングを決めまして、それを

やって、評価して、フィードバックする。そうやってＰＤＣＡを回して、次の必要な反映事項

があれば、それを設備であれ手順であれ反映していくと、そういう方針でございます。申しわ

けございませんでした。ありがとうございました。参考にさせていただきます。 

○座長 それでは鈴木先生、お願いいたします。 
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○鈴木委員 どちらかというとコメントになるかと思うのですが、今日のご説明はそれなりに一

つの体系化されていて、幾つかの切り口で内部火災と外部火災についての想定をされていて、

それから数値も含めてそういうもの、岩崎先生が質問されているように保守的な条件というも

のをそれなりに設定されてやっていると、そういうスタンスで、それはそれでこの検討会の説

明としてはいいと思うのです。ここでそうすべしということを申し上げるのではないのですが、

やはり市民の目線というか、それから、わかりやすい説明ということから言うと、やっぱりシ

ナリオというか、要するに内部火災についても外部火災についても、その火災が発生してしま

ってから感知し、それからそれを軽減していくというプロセス、それで幾つかのモデルができ

ると思うのです。内部火災と外部火災で。そういうものの中で、今皆さんが提案してやられて

いる手法とか、あるいはデバイスとか、そういうものがこういう効力を発揮していくんだよと

いうもの、そういったような対応メインのシナリオモデルを幾つかでも使っていただいて、も

しかしたら最悪のシナリオというのか、ある程度そういうことにはならないよというような形

での説明、これが必要かなというふうに思いますので、ご検討いただきたい。ここの検討会で

それを示してくださいというわけではありませんけれども、そのスタンスが大事かなと思いま

した。以上です。 

○座長 コメントありがとうございます。 

  そのほか何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、（３）その他（外部火災）及び（４）内部火災に関する本日の議論を終了いたし

ます。 

  ここで１０分間休憩をしたいと思います。１４時５０分から再開することにいたします。 

 

     〔休  憩〕 

 

   ・（５）内部溢水（Ｎｏ．６５～６６関連） 

○座長 それでは、議事を再開したいと思います。 

  次は（５）内部溢水について、東北電力株式会社から説明をお願いいたします。 

○東北電力株式会社 女川原子力発電所保全部の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料－５、内部溢水についての説明をしたいと思います。 

  １ページ目、目次をご覧いただきたいと思います。資料は、原子力規制委員会が制定いたし

ました内部溢水影響評価ガイド、これ以降ガイドと呼ばせていただきますが、それの構成に従
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い作成をしてございます。次のページ以降で順番に説明させていただきます。 

  ２ページをお開きください。資料の説明に入る前に、まずは資料中で頻繁に使用しておりま

す用語について、簡単にご説明をしたいと思います。まずこの資料中、２ページにも出てきま

すが、防護対象設備という用語でございますが、この資料中では原子炉を止める、原子炉を冷

やす、放射性物質を閉じ込めるために必要となる設備に加えまして、使用済み燃料プール水の

冷却、補給に必要となる設備を総称して防護対象設備というふうに呼んでございます。 

  次に、没水・被水・蒸気、それぞれそういう言葉が出てきますが、まず没水、没水評価とい

う用語でございますが、こちらは流体、主に水になりますが、それに水没するかどうかを評価

することでございます。被水、被水評価という用語は、流体が飛散する環境、つまり設備にス

プレーされるような環境における評価を実施してございます。蒸気評価という用語でございま

すが、こちら、高温・高圧の設備、配管等破損した場合に、その周辺が蒸気環境にさらされる

ことになりますので、その蒸気環境中での評価を実施するということを意味してございます。 

  それでは資料の説明に入りたいと思います。溢水防護の基本方針について説明をいたします。

溢水防護の基本方針については、まず３点挙げてございます。１点目でございますが、防護対

象設備が溢水の影響を受けて安全機能を損なわない設計にすること。２点目です。自然現象に

よる波及的影響により生じる溢水の影響を受けて防護対象設備が安全機能を損なわない設計と

すること。３点目です。放射性物質を含む液体を管理区域外へ漏えいさせないことでございま

す。 

  次のページ、３ページご覧ください。冒頭、目次の項目でもご説明いたしましたが、規制委

員会が制定いたしましたガイドの評価フローを記載したものでございます。次ページ以降で説

明させていただきます。４ページをご覧ください。溢水源といたしましては、発生要因別に分

類いたしました３種類の溢水源を考え、それぞれ評価を実施してございます。 

  まず１つ目です。想定する機器の破損等により生じる溢水ということで、想定破損による溢

水と呼ばせていただきます。２つ目でございます。火災拡大防止のための消火水の放水による

溢水。３つ目でございます。地震による機器の破損により生じる溢水。これは、地震起因によ

る溢水、破損と呼ばせていただきますが、それをそれぞれ考慮してございます。 

  ここで補足いたしますが、想定破損による溢水ということでございますが、設備、機器、配

管などの単一破損を考え、その単一破損による溢水の影響を評価するものでございまして、想

定破損による溢水評価では、耐震性を有する機器などにも破損を考慮し評価を実施してござい

ます。ポイントとなるのは、想定破損による溢水評価といった場合には、単一破損ということ
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を申し上げたとおり、破損する箇所は、女川２号機であれば女川２号機の１カ所の破損を想定

して評価をしているということでございます。 

  次、地震起因の破損でございますが、こちらは基準地震動Ｓｓということで簡単に呼ぶ場合

がございますが、そのＳｓに対して耐震性が確保されない系統の複数同時破損に加えまして、

使用済み燃料プールのスロッシングによる溢水を考えてございます。今、スロッシングという

言葉を使用してございますが、これは地震の揺れに伴い水面が波打つことにより水があふれる

現象のことをスロッシングと呼んでございます。 

  それでは、５ページをご覧ください。溢水源となり得る設備といたしましては、流体を内包

する設備を溢水源として考慮してございますが、原子炉格納容器内に設置されております安全

上特に重要な設備については、溢水の影響により安全機能を喪失しない設計としてございまし

て、また、そのことを試験にて確認してございますので、ここでは原子炉格納容器内に設置さ

れている設備については、溢水源として考慮してございません。 

  ６ページご覧ください。想定している溢水事象について、イメージ図を用いて説明をしたい

と思います。まず、想定破損による溢水でございますが、想定破損による溢水では、１カ所か

らの溢水を考慮いたします。破損を想定する場所は、溢水量が最も大きくなる場所を想定して

ございます。つまり、配管口径がその系統の中で最も大きく、内部流体の圧力が高い場所とい

うところでの破損を想定し、溢水量を算出してございます。破損の形状は、内部流体の条件に

よって、完全全周破断、もしくは貫通クラックを考慮してございます。 

  ここで、想定破損による評価では詳細評価（応力評価）を実施いたしまして、その条件を満

足する場合は、その応力評価を実施した評価範囲内について破損を想定することを除外できる

という除外規定もございまして、女川２号機においては、一部の配管にその規定を適用してご

ざいます。 

  ７ページをご覧ください。消火水の放水による溢水について説明いたします。消火水の放水

による溢水では、火災発生区画１カ所における消火活動による放水に伴う溢水について評価を

してございます。火災影響評価におきましては、火災が発生する区画における火災の大きさを

計算いたしまして、その大きさに従って放水時間を１時間から３時間ということで設定できる

ということになってございますが、内部溢水影響評価におきましては、一律最大３時間の放水

を行う前提で評価を実施してございます。さらに評価の中では、消火放水の引廻しによる扉の

開放を考慮した評価としてございまして、想定外の溢水経路が存在しないように可能性のある

経路を設定して評価を行ってございます。 
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  ８ページをご覧ください。地震起因による溢水では、基準地震動Ｓｓによる地震力に対して

耐震性が確保されていない低耐震クラス設備の複数同時破損と、使用済み燃料プールのスロッ

シングによる溢水を考慮してございます。 

今耐震クラス、低耐震クラスということを申し上げましたので、耐震クラスについて若干補

足をさせていただきます。原子力発電所に設置されている設備には、耐震性に関する要求がご

ざいまして、耐震重要度分類というものが定められてございます。耐震重要度分類は、その設

備が破損した場合の放射線による影響の大きさ別に区分されてございまして、最も重要な設備

が耐震Ｓクラス、次いで耐震Ｂクラス、耐震Ｃクラスと３つのカテゴリーに分類されてござい

ます。 

  ８ページでお示ししている図は、低耐震クラス、分類でいいますと耐震Ｂクラスもしくは耐

震Ｃクラスの配管が、基準地震動によって複数箇所で破損、破断した場合の状況をお示しして

いるものとなります。使用済み燃料プールのスロッシングによる溢水に関しては、原子炉建屋

原子炉棟の最上階で発生いたしますので、最上階からどのような経路で最地下階まで流れてい

くかを評価し、その経路上にある防護対象設備について影響の確認をしてございます。 

  ９ページをご覧ください。９ページでお示しした溢水量の想定のまとめの表でございますが、

これまでの説明内容を整理したものですので、繰り返しの説明はここでは割愛させていただき

ます。 

  １０ページをご覧ください。防護対象設備の選定について説明をさせていただきます。文字

をたくさん並べてございますが、冒頭でご説明いたしましたとおり、原子炉を止める、原子炉

を冷やす、放射性物質を閉じ込めるために必要となる設備に加えまして、使用済み燃料プール

水の冷却及びプール水の補給に必要となる設備を防護対象設備として抽出してございます。 

  １０ページに重要度分類、ＰＳ－１、ＭＳ－１というような略語を使ってございますが、そ

ちらについては一番最後の参考資料に用語の解説を載せてございますので、後ほどご覧いただ

ければと思います。 

  それでは、１１ページをご覧ください。１１ページでお示ししているフローは、防護対象設

備として抽出した設備のうち、溢水影響評価の対象となる設備をさらに絞り込むための考え方

を示しているものでございます。溢水により機能喪失しない静的機器、つまり電気的な駆動部

分がない設備や他の設備で機能の代替ができる設備など、溢水影響評価の対象外とすることが

できる設備の選定を行ってございます。 

  １２ページ、ご覧ください。１２ページにお示しした図は、女川２号機において防護対象設
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備が設置されている建屋、エリアをお示ししたものでございます。図中の赤で示した部分が防

護対象設備が設置されている建屋、エリアでございまして、原子炉建屋原子炉棟及び附属棟。

さらに制御建屋、海水ポンプ室、復水貯蔵タンクエリア、軽油タンクエリアにそれぞれ防護対

象設備が設置をされてございます。図中矢印で示しているのは、溢水が発生した場合の流れ方

向、こういう流れが考えられますということで簡単に示したものでございます。 

  １３ページご覧ください。委員の皆様方には、席に限定配付ということでマスキングのない

バージョンをお配りしていますので、そちらをご覧いただきたいと思います。溢水防護区画の

設定について説明をさせていただきます。女川２号機、つまり沸騰水型の原子力発電所ＢＷＲ

では、建屋内は壁、扉、堰またはそれらの組み合わせによりまして区画化、つまり小部屋に分

類されてございます。図にお示ししているのは、原子炉建屋原子炉棟及び附属棟の地上１階部

分について、区画化の状況とそれぞれの区画番号を示したものでございます。これらの区画の

うち防護対象設備が設置されている区画を溢水防護区画ということで区分をしてございまして、

管理区域内を赤、非管理区域内を緑色で示してございます。それ以外の区画をその他区画とし

て区分してございます。 

  １４ページをご覧ください。１４ページで溢水経路の設定について説明をさせていただきま

す。この図は、発生した溢水の流れ方、つまり上のフロアから下のフロアへの溢水経路が理解

しやすいように図で表現したものでございます。この例でございますが、区画の②と書かれて

いる区画で溢水の発生を想定した場合、同じ区画内にあります電気盤が機能を喪失するという

状況をお示ししてございます。また、ほかの区画との仕切りに設置されている扉、これは一般

扉と記載してございますので、水密性がありませんので、それぞれ区画①及び区画③に伝播す

ることになります。区画①に伝播した場合は、溢水水位、こちらがポンプの設定レベル以下に

抑えられているという模式的な絵をお示ししてございますので、この場合は、このポンプの機

能は喪失しないという評価になります。 

  このお示しした例では、区画③にある階段室を経由いたしまして下のフロアの区画⑤に溢水

が伝播するという状況をお示ししてございます。区画後に伝播した溢水については、一般扉で

ある⑥との区切りを通り、⑥にも伝播をいたしまして、⑥に設置されているポンプが機能を喪

失するという結果をお示ししたものでございます。ここで区画④については、区画⑤に設置さ

れている堰によって溢水の流入がないため、電気盤は機能を喪失しないということになるとい

うことを説明している図でございます。 

  １５ページをご覧ください。１５ページも委員の皆様方には机上に別資料ありますので、そ



- 34 - 

ちらをご覧いただきたいと思います。１４ページでご説明したイメージ図を平面図上で表現し

たもの、これが１５ページの図になります。この図は、原子力建屋、原子炉棟の管理区域部分

のみを取り出した上で溢水の流れ、つまり流下経路がわかるように平面図上に溢水の流れを記

載したものとなります。溢水経路となり得るものとしては、１４ページで説明いたしました扉

などの建具のほかに、配管の貫通部、電線管の貫通部や空調のダクトなど様々なものがござい

ますが、これらについては、現場ウォークダウンを複数回実施いたしまして、対象箇所全数を

抽出した上で、対策が必要となる箇所については対策を実施することとしてございます。対策

内容については、後ほど１８ページ以降でご説明したいと思います。 

  １６ページをご覧ください。１６ページでお示しした図でございますが、こちら溢水伝播フ

ロー図ということで読んでございまして、区画ごとのつながり、あとは上下フロアのつながり

がわかるように、１４ページでお示ししたイメージ図を模式的に示したものになります。区画

ごとのつながりを線で接続した上で、溢水防護区画、その他の区画をそれぞれ実線、点線で表

現をしてございます。 

  止水可能な設備として水密扉であったり堰などがございますので、それらは黄色で表現をし

てございまして、上のフロアから下のフロアへの積極的な流下開口、例えば開口部などがある

部分については赤字で表現をしてございます。 

  このページでは全部で６区画のつながりを表現し、簡素化してお示ししてございますが、実

際の評価に使用した溢水伝播フロー図は相当複雑でございまして、こちらも委員の先生方の机

上にはＡ３判でとじられていると思いますが、原子炉建屋原子炉棟の溢水伝播フロー図をお示

ししてございますが、こちらでは６８区画に分かれてございまして、非常に複雑な評価を実施

しているということになります。 

  １７ページご覧ください。このページでは、前のページ１６ページの伝播フロー図を用いま

して、実際に評価を実施する場合の例示をお示ししたものでございます。図中、区画②を赤く

塗ってございますが、ここが溢水発生区画と想定した場合の評価でございます。溢水量として

は、ここでは１００立方メートルを想定してございます。区画②の面積が１２０平方メートル

でございますので、溢水量を面積で割ると、一番最後に評価高さということで０．９メートル

というふうに記載をしてございますが、単純に割ると０．８３３ということになりますが、切

り上げをして０．９メートルという形で評価を実施してございます。 

  区画②で溢水が発生したものが区画①にも伝播をいたします。この場合は、床ドレン系が設

置をされておりますが、基本的に床ドレン系での排出は期待せずに、溢水量全量が区画①に伝



- 35 - 

播するという評価をしてございます。見ていただけるとわかるように、溢水量１００立方メー

トルを入れているということでございます。ここを、この区画①の面積で割ったのが評価高さ

ということで０．１メートルということになりますが、ここでは機能喪失高さが２．５３１メ

ートルということで非常に高いものですから、この部屋は機能を維持されるということで没水

評価では評価をされます。同様に区画③にも伝播をいたしますが、区画③には防護対象設備が

ございませんので、評価高さ、溢水量の記載はしてございません。区画③から区画⑤に溢水量

が伝播するわけですが、ここでも溢水量が全量、１００立方メートル全量を伝播させます。同

様に区画⑥にも溢水量１００立方メートル全量を移動させた上でそれぞれ評価高さを出して、

機能喪失高さとの比較を行い、機能維持の判定をしてございます。先ほどご説明しましたとお

り、区画④と⑤の間には堰０．４メートルが設置されているものですから、この堰を越えて区

画④に流入することはないということで評価をしてございます。 

  １８ページご覧ください。溢水防護対策について説明をさせていただきます。まず、女川２

号機における内部溢水影響評価の結果から、対策が必要となった主要な内容について説明をさ

せていただきます。 

  女川２号機において最も特徴的な点でございますが、地震起因による溢水量を低減させるた

め、防護対象設備が設置されている建屋、エリア内の低耐震クラス設備（耐震Ｂクラス、Ｃク

ラス）の耐震評価を実施しまして、必要に応じて耐震補強、サポート追加などを実施してござ

います。 

  また、没水対策としては、計器の移設、これは、計器が没水してある評価になる場合は、没

水しない位置に高い方向に移すか、あるいは溢水が来ないエリアに移すというような計器の移

設、あとは設備周囲への堰の設置、空調ダクトからの溢水の伝播が考えられますので、その場

合は空調ダクトへの止水ダンパの設置。さらには、建屋内の配水系、こちらからの配水は期待

しない評価としてございますが、実際は配水されまして、逆流等でほかのフロアに、ほかの部

屋に行くことが考えられますので、それらを防止するために逆流防止対策をそれぞれ実施して

ございます。 

  １９ページ以降で具体的な内容を簡単にご説明いたします。１９ページご覧ください。ここ

では主要な工事内容として、一般的な溢水防護対策の実施例について説明をさせていただきま

す。まず、さきにも説明いたしましたが、地震による損傷防止ということで耐震補強を実施し

ておりまして、サポートを追加ということで例示をしてございます。 

  さらに、右上になりますが、空調ダクトに溢水が浸入した場合、その経路は非常に複雑にな
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りますので、想定外の溢水経路が形成されることがないように、空調ダクトへの止水ダンパの

設置を実施します。一般的な内部溢水防護対策としては、よく言われているのが配管貫通部等

への止水処置がありますが、こちらについては左上に配管貫通部、電路貫通部の止水処置を例

示してございますが、もともと施工されているものに対して再施工ということで、試験により

止水性が確認された工法を用いまして再施工を実施いたします。 

  これまで国内外で確認されている溢水事象といたしましては、建屋貫通部からの雨水等の漏

えいであったり、建屋内配水系からの逆流事象などでございまして、今回実施いたします配管

貫通部などの止水処理の再施工、あるいは建屋の配水系配管への逆流防止弁設置によって対応

可能であるというふうに考えてございます。 

  ２０ページご覧ください。これまでご説明しましたとおり、想定破損、消火栓からの放水、

あとは地震起因の破損、それぞれによる溢水に対して、没水、被水、蒸気による影響評価を実

施いたしまして、全てのケースにおいて必要となる安全機能を喪失しないということを確認し

てございます。 

  ２１ページご覧ください。適合性審査の状況についてご説明をいたします。内部溢水影響評

価については、これまで３回、審査会合において説明を実施してございまして、主なコメント

といたしましては、過去の不具合事例の反映状況あるいは評価の保守性、さらには、溢水が発

生した場合の運転員の現場アクセス性などに対するご質問・ご指摘を受けまして、おおむね回

答が終了してございます。 

  全体として、当社関係のコメントとしては６１件ございまして、このうち現在残件コメント

としては２件ということで、こちらは今後対応していくということにしてございます。 

  説明は以上でございます。 

○座長 ありがとうございました。 

  それでは、東北電力株式会社からご説明がありましたが、何か質問等がございましたらご発

言をお願いしたいと思います。源栄先生、お願いいたします。 

○源栄委員 Ｓｓの地震動が５８０ガルから１，０００ガルに２段階上がっていますが、それに

伴って耐震クラスごとに、それぞれ耐震性が上がっていると思うのですが、一部分は余裕で耐

えている部分と申しましょうか、この辺の基準地震動の増大に対し、内部溢水から見たときの

トータルなバランスという意味での定量的な評価はどのようになっているのですか。変化に伴

うＢ、Ｃクラス、弱いところの耐震性向上に関する規定というのがあるのですか。この辺を明

確にしておく必要があるかと思います。 
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○東北電力株式会社 今のご質問についてご回答させていただきます。 

  耐震Ｂ、Ｃクラスの評価については、新たに我々が設定いたしました基準地震動に基づきま

してフロアの床応答を出して、それに基づいて配管系だったり機器系の強化を実施しておりま

す。その評価結果でＮＧになるようなものについては耐震補強を実施しているという状況にご

ざいますので、今対応している耐震補強によりまして、基準地震動が来た場合でも耐震Ｂ、Ｃ

クラス、ただしこれは防護対象設備が設置されている建屋、エリアに限りますが、そちらにつ

いては地震での損傷は考慮しなくてもいいというような状況にしようというふうに今対策を実

施中でございます。 

○源栄委員 ありがとうございます。 

○座長 鈴木先生、お願いいたします。 

○鈴木委員 資料－１のところで、私この流体、内部溢水について、水に限定するのですかと、

水以外の流体も扱っていらっしゃるわけですからそちらのほうはどうなのですかというご質問

をしたようなのですが、今回のご質問は、水に限っているというふうに理解しますが、それで

よろしいですね。ここの５ページ、流体を内包するかというのが最初の小分けになっています

が、この流体というのは、今ここでは水、蒸気も含めて対象としているということですね。例

えば油なども扱っていらっしゃいますね。危険物もあると思います。それは、今日の説明では

対象外ですね。 

○東北電力株式会社 実際の評価においては、流体という中には、水、蒸気以外に油系も含めて

発電所内にある全ての流体系を対象としております。 

○鈴木委員 それも今日のご説明の中に入っているのですか。わかりました。 

○東北電力株式会社 液体を内包しているものを対象としています。 

○鈴木委員 分かりました。それも入っているのですね。 

  だけど、例えばタンクの溢水とかそういうのは、これは施設外、こういうのは考慮されたご

説明ではないですよね。 

○東北電力株式会社 今のご指摘は、恐らく屋外にあるタンクの影響は評価されていませんとい

うことだと思いますが、今回の資料には、屋外タンクの溢水評価はお示ししておりませんが、

実際は屋外タンクは低耐震の屋外タンクが多いものですから、そちらの地震の評価とかを実施

してございまして、防護対象設備が設置されている建屋等への影響について確認しております。 

○鈴木委員 それは分かるのですけど、今日のこのフローの中では対象外にされていますよね、

明らかに。 
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○東北電力株式会社 今日の資料の中には入っておりません。 

○鈴木委員 分かりました。その上での質問なのですが、５ページのフローチャートはちょっと

異義ありなのですけれども、流体を内包するか否かで、すぐその後の Yes、No 判断を配管、機

器と行っておりますけれども、２ページの基本方針のところの③にもきちんと明記されており、

それから、先ほど最後にご説明された審査会における３番目のご指摘に対する答えにも明確に

あるように、問題は、放射性物質を含んだ流体が流出するかしないかというのが大問題になる

わけで、ここの流体を内包するかしないかの次に、その流体が放射性物質を含むおそれがある

流体か、そうではない流体かというように分けるべきだと思うのです。と言うのは、その先の 

 対策が全く異なってくると思います。放射性物質を含む配管から流れてしまったものを止水す

る話と、単なる普通の水が流れているものを止水することでは、恐らく全く対策が変わってく

ると思うので、そのような視点での流れで説明されてくださるほうが良いと思ったのですが、

いかがでしょうか。実際にはされているのではないかと思うのですが。 

○東北電力株式会社 今のご指摘については、１２ページの図をご覧いただきたいと思います。 

  例えば今の先生のご指摘ですと、ここでいうと制御建屋とタービン建屋、この間とか、これ

ら管理区域と非管理区域の境界とかが考えられます。さらには、この原子炉建屋原子炉棟と原

子炉建屋付属棟と書いてあるところも、同じ赤色で塗っているのでわかりにくいですが、こち

らも管理区域と非管理区域の境界になります。これらについては、その溢水量に応じて管理区

域から管理区域外への伝播がしないように、その高さに応じた溢水防護対策を実施してござい

ます。 

○鈴木委員 そういう意味でいうと、私が言った放射性物質を含むおそれあり、なしというので

はなくて、管理区域内での溢水か、非管理区域内での溢水かということでも結構だと思います

けど、５ページのこのフローをもう１段階そこで分けていただいて、実際にその後の対策をど

うするかというのは、今まさにご説明があったように説明するというか、その流れでやってい

らっしゃると、そのように明確にされたほうが良いと思いますが。それはよろしいですね。 

○東北電力株式会社 実際には最終的に放射性物質を含んだ液体が管理区域外への伝搬が考えら

れるかどうかという視点を含めまして評価を実施してございますので、今先生のご指摘いただ

いたとおりの評価を実施しているというのが実情でございます。 

○鈴木委員 では、できましたら５ページのフローチャートを今仰ったように修正してください。

よろしくお願いします。 

○東北電力株式会社 フローチャートを修正するか、別な形で資料を修正させていただけるか、
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どちらかで対応させていただきたいと思います。 

○鈴木委員 外部に説明される場合も、そこのところが結構大事かと思いますので、別の資料で

も結構ですからよろしくお願いします。 

○座長 そのほかご質問。栗田先生、お願いいたします。 

○栗田委員 教えていただきたいことがありまして、それは、Ｓｓの地震で使用済み燃料プール

の溢水がどの程度あるのかということ。あった場合、どういう状況になっているのかというの

を１つ。 

  それから、Ｓｓですから、ある程度余裕度が本当に入っているのかと、逆にいうと。一つの

定められた地震動に対してこのくらいで安全ですというのはわかるけれども、地震動はある程

度不確実性があるので、そういった場合余裕がどのくらいあるのか。 

  ３番目として、使用済み燃料プールのスロッシングの周期です。どの程度の周期があるのか

というその３点お願いいたします。 

○東北電力株式会社 まず、順番にではないかもしれませんが、お答えをさせていただきます。 

  使用済み燃料プールのスロッシングにつきましては、今評価上は、女川の場合ですと短周期

が非常に卓越している地域特性がございまして、長周期が大きくならないというような地域特

性がございますので、スロッシング量的には、柏崎であったり浜岡と比べると、非常に少ない

量ということになり、今の評価では１４立方メートルということで評価してございます。こち

らの１４立方メートルという値は、解析で求めました値に１０％の余裕をとって１４立方メー

トルということで設定をしております。 

  さらに、評価の中では、今説明しました１４立方メートルというのは２方向の加振の結果で

ございますので、３方向同時に入力した場合は、恐らくもう少し大きくなるのではないかとい

うようなご指摘もございますので、それを考慮しても大体３０立方メートル以内には収まるだ

ろうということで、その３０立方メートルでもって評価を実施しても、防護対象設備への影響

はないということで確認をしてございます。 

  さらに、Ｓｓに対する裕度ということでございますが、我々、機器、配管、機械設備なり電

気設備の設計をする側といたしましては、設定いたしました基準地震動で評価をするわけです

が、その床応答を出すときにフロアレスポンス、２割増しのレスポンスを入れているというこ

とで、そこに評価上の裕度を確保してございます。 

この検討会が始まるに当たって、我々もその設計のあり方というのをご説明した記憶がござ

いまして申し上げますと、私ども、決して極限設計をやって、それに基づいて物をつくって、
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結果として、例えば今出ている荷重にしろ水量にしろこれぐらいになっていますが、何％程度

の裕度がありますと、そういうことを確認できるようなものではございませんで、まずその構

造的にこういった構造にしましょうというのがもちろんあった中で、それでそれぞれ先ほどの

Ｓｓであったり、さまざまな確認の入力に対して、構造としてある許容値の中に入っているか

どうかと確認すると、そういうことでございますので、例えば、そこで発生した個々の場所の

ひずみなり、あるいは荷重なり、あるいは水路なりというのは、基準あるいは許容値に対して

どの程度の余裕があるんですかと、そういうのもあるのかもしれませんけれども、それは相対

としての裕度ではないと思いますものですから、非常に難しいご質問をいただいたんだろうか

なというふうに思っております。なかなか裕度について幾らというふうに申し上げたいところ

なのですけれども、結局、ある設定のものに対して十分もつということは確認していますとい

う話で、トータルの集合の中でそれぞれ入力値にも、あるいはその許容値に関してもそれぞれ

余裕を持って設定しております。まず、そういう評価手法全体としての余裕を設定していると、

そういうご理解をいただければと思います。 

○栗田委員 最後のところなのですけれど。 

○東北電力株式会社 最後、固有周期、プールの固有周期でございますが、４秒から５秒の間に

こういうふうになります。 

○栗田委員 実は、先ほど説明したものにもあったように、Ｓｓは短周期成分が多いので、スロ

ッシング起こりにくいと。逆にＳｓじゃなくて、実は遠方の長周期地震動というものに対する

ほうがスロッシングしやすいじゃないかなと。その辺が気になりましたので、お聞きしました。

例えば十勝沖とか。地震動そのものの強さは大きくないのですけど、長周期を多く含んだもの

に対しての検討はどうなのでしょうか。 

○東北電力株式会社 そういう意味では、Ｓｓも１つのＳｓだけではなくて、先生おっしゃった

とおり１，０００ガルというその値を決めているＳｓについては、発電所から近い、比較的直

下に近い部分で起こるスラブ内地震を想定した１，０００ガルというものでございます。 

  今回、使用済み燃料プールのスロッシングのような評価をする場合には、ご指摘のとおり長

周期側が支配的でございますので、今回Ｓｓとしては、３．１１型の地震、要は遠方の海溝型

の地震を想定いたしまして、その地震によるスロッシングということで評価をしてございます

ので、それよりも遠方で起きるようなご指摘の十勝沖とかそちらについても、３．１１型の地

震を考慮しておけば、長周期も含めてカバーできていると考えてございます。 

○源栄委員 長周期地震動の話が今出たので、発言させていただきます。女川原発の敷地自体が、
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地形・地質的な観点から見ると北上山系の硬い岩盤に位置し、堆積盆地にあるわけではないか

らね。長周期地震動という意味では随分楽になると思います。 

  ついでに、１２ページの赤いエリアで書いてあるところですが、この配管の水漏れというも

のを考えるときに、水系統というのは、冷却水系と原子炉から来る放射能を含んだ系統があっ

て、復水器で蒸気が水になります。そこが接点であるわけですから、その辺は大丈夫なのでし

ょうか。これだけ基準地震動が変わったにもかかわらず、タービン建屋が真っ白になっていて、

一番大事な放射能を含んだところの溢水に対してどれくらいの補強をしたのかというあたり、

ちょっと気になります。ついでに指摘いたします。 

○東北電力株式会社 今のご指摘は、先ほど委員からも別なご指摘がありましたけれども、基本

方針、２ページに示してございます③放射性物資の管理区域外への漏えいを防止するというこ

とと非常に関係してくる非常に重要な指摘だと思います。 

  １２ページの図をご覧いただきたいのですが、ご指摘のタービン建屋、こちらには復水器が

ございまして、こちら耐震性が低いものですから、耐震Ｂクラスということでございますので、

実際、地震が来ると破損を想定しなければいけないと。その破損を想定したときに、さらに外

部からの津波の来襲を考えた場合には、その破損部から循環水の配管を通じて海水が流入して

くると。さらには、タービン建屋内、耐震Ｂ、Ｃクラスの機器がほとんでございますので、こ

れらが壊れた溢水が復水器室、要はタービン建屋の最地下階にたまりますと。そこで津波の来

襲を考えると、その引き津波のときに、たまった放射性物質を含む液体が外洋へ流れるおそれ

があるということでございます。それについては、その復水器の耐震の強化であったり、あと

は復水器の出入り口弁を確実に閉止させましょうという対応を考えてございます。 

  ということで、タービン建屋で発生した放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいしない

というような対策も考えてございまして、今、工事を実施しているところです。 

○源栄委員 この交差点のところが一番心配だったものですからね。 

○座長 鈴木先生、お願いいたします。 

○鈴木委員 源栄先生と全く同じ考えなのですが、そこを心配しました。なぜ心配したかという

と、８ページの絵の上の絵にあるような損傷は起こりえないと思います。 

 逆に、貫通部のところから先に漏えいすると思います。ほとんど今までのいろんな原子力発電

所やいろんな工場でも、配管はほとんど貫通部、それから、今、先生がまさにおっしゃった連

結部というのか、結合部で破損しますから、漏えいするとしたらそういうところから出るので。 

  ただ、安心したのは、１９ページを見て、１９ページの防護対策で、非常にそこに貫通部の
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ところについてきちんとやるというふうに書いてありますので、イラストまた別だなと思いま

したけれども、ぜひその点はさらに充実していただきたいというふうに思います。配管が真ん

中で割れて、そこから水が出たと言う損傷例は、私の知る限りでは従来の地震の被害ではほと

んどありません。 

○東北電力株式会社 ご指摘ありがとうございます。これは模式的に、わかりやすく表現したの

で、ご指摘は、相対変位による影響で壊れることは多々あるけれども、こういう真ん中で壊れ

るようなことは、配管はないと思います。 

  若干補足させていただきますと、今ご指摘いただいた１９ページの配管貫通部の施工でござ

いますが、こちらは地震の影響を考慮した施工をしてございまして、地震の変位を加えた場合

でもその止水性能が満足できるかどうかということも含めて試験により確認されたもので再施

工をしているという状況になります。 

○鈴木委員 ありがとうございました。 

○座長 兼本先生。 

○兼本委員 システムのほうからの観点で質問させていただきたいのですが、補足資料のＡ３の

紙がありますけれども、これは管理区域内の溢水伝搬フロー図として、私はよくできていると

思うのですが、これは何枚ぐらいあるのでしょうか。また、どういう形（体制）で抜けがない

かをレビューされたのでしょうか。これまでいろんな溢水の例というのは、やはり考え落とし

のところから来ていると思いますので、そのレビュー体制とデータの量を教えていただきたい

ということです。 

○東北電力株式会社 まずは量についてでございますが、資料の１２ページの図をご覧いただき

たいと思います。 

  このフロー図といたしましては、まずは制御建屋で１つございます。さらに原子炉建屋、原

子炉棟、委員の先生方の机上に配付しているもので１つ。さらに、原子炉建屋附属棟で１つご

ざいます。さらに、海水ポンプ室という区画においての伝播フロー図がございます。さらに、

復水貯蔵タンクエリアというものでの伝播フロー図がございます。 

○兼本委員 ではこれは、原子炉建屋の逸水経路を、この１枚で表現できるということですね。 

○東北電力株式会社 原子炉建屋の管理区域はこれ１枚で表現しています。 

○兼本委員 案外と少ないなという印象があったのでお聞きしたということです。それから、レ

ビュー方法はいかがでしょうか。 

○東北電力株式会社 体制は、まず、一番最初、発電所のウォークダウンということで、各区画
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にどんなところに貫通部があって、どんな系統がその区画を走っていてというようなこと。あ

とは扉がどういう扉がついていて、堰の高さがどのくらいありますかとか、そういうウォーク

ダウンを、一番最初は我々とプラントメーカーと一緒に１週間ぐらいかけて実施をしてござい

ます。その後、評価を実施していくに当たって、対策の有効性を確認するためにさらにウォー

クダウンを重ねてまいりましたので、１０回以上のウォークダウンを重ねて、この溢水伝播フ

ロー図を完成させていったということでございます。 

○兼本委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

  もう２つだけ補足説明をしていただきたいんですけど、今度は防護対象設備の設定というと

ころでいろんな系統が書いてあるのですが、１０ページです。その１つの系統でいいのですが、

その系統につながっている範囲をどうやって決めるかと。つまり、機器はすぐわかると思うの

ですが、その機器を動かす電源系統とか、それをどこまでたどっていくかということを少しわ

かりやすく説明していただきたいということと、ついでに説明なのですけど、格納容器の中、

耐環境仕様で溢水は考えなくてもいいよというところをもう少し具体的に説明していただくと

わかりやすいかなと思ったのでお願いをします。 

○東北電力株式会社 まず１点目でございます。範囲の抽出をどのようにしているかということ

でございますが、発電所の設備図書で配管計装線図という図書がございまして、その図書の中

には、配管、あとは弁の引きまわし、あるいは信号系がどのように飛んでいるかというような

のが全て入っている図がございます。それをもとにこの対象系統全て抽出してございます。 

  次に、格納容器内の話でございますが、格納容器内の耐環境性ということに関しましては、

原子炉冷却材喪失とかそういう設計基準事故が起きた場合に、格納容器内では、格納容器スプ

レイ系によるスプレイが想定されてございます。そのスプレイされている中で重要な安全機能

を有する機器が機能を喪失してはいけませんので、その建設段階において格納容器の設計条件

において、具体的に申しますと１７１℃の湿度１００％という条件のもとに試験を実施して、

その後でも機能が満足していますという試験を実施してございます。ということで、格納容器

内にある重要な安全機能を有する施設については溢水評価の対象外ということで考えておりま

す。 

○兼本委員 わかりました。先ほどの系統の絞り込みで、配管計装線図から絞るということなの

ですが、電気系統の接続までは説明に記載されていないと思うのですけれども、そこまで辿っ

ているのでしょうかというところを補足でお教えください。 

○東北電力株式会社 ご指摘のとおり、電気系統、あとは計装関係については、配管計装線図だ
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けでは追えない部分がございますので、そちらについてはシーケンス（展開接続図：計測制御

設備の配線接続を展開した図面であり通常状態や異常状態での系統の応答・動作が分かるも

の）であったり、単線結線図であったり、あとはブロック図（インターブロック線図：通常状

態や異常状態での系統の応答・動作を設計する際に用いる図）であったり、いろいろな設計図

書を見て、漏れなく抽出をしております。 

○兼本委員 どうもありがとうございました。 

○座長 岩崎先生、お願いいたします。 

○岩崎委員 ちょっとお聞きしたいのは、２０ページの溢水影響評価結果というもので、いずれ

の場合も確認されているという結果なのですが、ただ、※印がついていて、防護対策工事によ

り、対応を図ることを前提として記載しているということなんですけれども、この対応という

のは何カ所ぐらいなのでしょうか。 

○東北電力株式会社 具体的な箇所数は把握してございませんので、この場での回答は差し控え

させていただきますが、例えば配管の貫通部だけでも１，０００カ所は超えてくると。配管、

電線管、そういうケーブル貫通とか含めると１，０００カ所は超えてくることになると思いま

す。 

○岩崎委員 １，０００ではきかないでしょうね。１万という感じになるかもしれないなという

想像はするのですけれども、そういうことを図ることを前提に確認されたというのは、どうい

うことを理解すればいいのですか。 

○東北電力株式会社 ここの書き方は、今まだ工事が全部終わってございませんので、工事実施

中ということで書いてございます。 

○岩崎委員 工事が全部うまくいくという確認も必要でしょうし、漏れなくピックアップされて

いるということも大事でしょうし、あるいは工事した後が完全にうまく機能するという確認も

必要でしょうし、そういうようなことを全部この一文の※印に持ち込んで確認したとされるの

は、非常に感心しないのですが、いかがですか。 

○東北電力株式会社 先生ご存じのとおり、今の段階は設置変更許可、指針への適合性というこ

とで、基本設計にかかわる部分について今審査を受けているということでございますものです

から、この書き方、ちょっと不適切であった部分があるのかもしれませんけれども、まずはこ

の基本設計でやらせていただくということでございまして、この後、今ご指摘がありました工

事、その中身の検証そういったものについては、今後、工事計画認可などで具体的な設備、対

象をきちんと明確にしまして、それぞれ、例えばこれであれば内部溢水に対する要求事項につ
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いてどういったエビデンスで確認ができるのかというのをきちんとまとめて、最後、原子力規

制庁の検査のタイミングでは全て確認してもらうということになっておりますので、今回特に、

従前は、「設備が指針に適合しないものではないこと」と、そういう言い方であったわけでご

ざいましたものですから、全設備ということではなくて代表点を確認してもらう。あとは我々

事業者側のほうでやらせていただくということでございましたけれども、今回は、「全ての設

備が指針に適合するものであること」と、そういうふうになっておりますものですから、これ

は対象物は全てになりまして、全てのものについて原子力規制庁の確認をしていただくという

ことになっております。 

○岩崎委員 おっしゃっていることはわかります。審査上はそうでいいでしょう、多分。ただ、

実際に運転されて、発電所が安全であるということは、審査の問題ではなくて、工事がちゃん

とうまくいったかどうかということです。それと、もう一つ、先ほど漏れなくということをし

きりにおっしゃるんだけど、漏れなくできるはずがないのではないかなと、私は思うんだよね。

例えば、原子力発電所の各部屋のつなぎの配管が、全部漏れなくチェック、把握できていると、

私はちょっと信じられない。特に計装配管を含めてね。主要配管とかケーブル類の穴というの

を本当に把握できているのかと。それを全部このリストに出ているのかというのは、疑問を私

は持っているということです。それなので、確認されるのはいいので、そうしていただかない

と困るんですけれども、それについては十分確認して、漏れのないこと、工事が完全になって

いること、それもダブルチェックされるというようなことをお願いしておきます。 

○東北電力株式会社 大変貴重なご指摘ありがとうございます。私どももそのように努めてまい

りますし、先ほど渡邉のほうから、ウォークダウンということで１０回以上やったということ

でございますが、これについては、現状の設備はもちろん拾い集めているわけでございますが、

今後さらに進めてまいります新たに設置いたします安全対策工事に伴いまして、同様に貫通部、

そういったものが発生しますので、そういったものも含めて漏れなく確認させていただきまし

て、きちんと対応させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○岩崎委員 もう一ついいですか。放射性物質の漏れが管理区域外に出ないということを確認す

るということなんですけど、これについてはどこを見れば確認できたという、今の表で確認し

たということなんですか。 

○東北電力株式会社 基本方針としてはそうですが、実際にどれをもってと申しますと、管理区

域と非管理区域の境界にある扉とか、その辺をわかりやすく図中に示している資料もございま

して、そちらでもって説明は可能であります。 
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○岩崎委員 ２ページのところの③で、管理区域外へ漏えいしないように設計するということで

設計されているんだと思うんですけれども、これの確認というのは、今回はどうされているわ

けですか。 

○東北電力株式会社 先ほどの話と同様でございまして、今回、追加でそういったものをさらに

施工して止水性を高めると、そういうことになるわけでございますので、それが、重ねてで申

しわけございませんが、漏れなく集めまして、その結果、工事の結果、検査の結果、それを原

子力規制庁にも確認してもらうということでございます。ありがとうございます。 

○岩崎委員 その辺も今後、原子力規制庁、多分国の審査の話なので、私のほうでどうのこうの

ということはあえて申しませんけれども、しっかりとよろしくお願いいたします。 

○座長 そのほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○鈴木委員 私は今、岩崎先生が言われたことでそのようなご指摘があるのかと改めて思いまし

たけれども、検討会で東北電力さんから説明していただくのは、このような方向で、このよう

な方法できちんとやりたいから、それについていかがか、委員の意見を伺いたいという趣旨で

伺っていました。ただ、確かに岩崎先生おっしゃるように、そういうことで確認したとか、実

施したとかそういうようなことの中に入ってくると、そこまで我々に聞かれているのかという

ように受け取ってしまうところは多分にありますので、今後のお願いなのですけれども、この

ようにやりました、もう完了しました、あるいは完了しますけどこれはいいですかという話と、

このような手法、あるいはこのような評価法で進めていますから、そこのところを最初の段階

できちっと述べていただくと、我々も意見が言いやすいので、今後その点、今までも注意され

ていたとは思いますけれども、なお一層よろしくお願いします。 

○座長 ありがとうございました。では、兼本先生。 

○兼本委員 今の議論でちょっと言い忘れたので。１０回以上のウォークダウンで確認したとい

う話はお聞きしたとおりですけれども、同じ目で見ると見落としの可能性はあると思います。

やはり漏れ（見落とし）のないことというのはないですから、原子力規制庁が違う目で確認す

るということ以外に別のプロにレビューをしてもらうような機会を、可能なら考えていただい

たほうがいいのではないかなと思います。その中にこのメンバーの目というのも入るかもしれ

ませんけれども、それはぜひお願いしたいということです。メンバーは設計の詳細は知らない

ので、余り役に立たないかもしれないですけれども、少なくとも違う組織の人間が見るという

のは、随分役に立つと思います。 

○東北電力株式会社 ありがとうございました。少なくとも社内の別機関というか、内部監査と
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いうか、内部での確認も当然こういった品質管理にかかわる部分でございますので、行ってま

いりたいと考えております。今ほども社外の目を入れてというお話、意見として伺わせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

○座長 そろそろ時間となりましたので、以上で（５）内部溢水に関する本日の議論を終了いた

します。 

 

   関連報告 

    ・地震・津波による主要設備への軽微な被害の対応完了 

○座長 次に、関連報告としまして、地震・津波による主要設備への軽微な被害の対応完了につ

いてということで、東北電力株式会社から説明をお願いいたします。 

○東北電力株式会社 それでは、東北電力の大平でございます。 

  資料－６といたしまして、地震・津波による主要設備への軽微な被害の対応完了ということ

で、関連報告という形でご説明させていただきます。 

  資料の１ページをご覧ください。 

  当初は３．１１後の初期対応としまして、地震後のパトロール等を実施し、地震・津波によ

る設備への影響を確認いたしております。この結果、地震・津波の影響による女川原子力発電

所の主要設備への軽微な被害として６１件確認しておりました。これらにつきましては、昨年

の９月、平成２６年９月までに６１件中６０件の対応を完了しているということを、第１回の

検討会でご説明しているというところになります。 

  残りの１件として、赤の囲みにありますとおり、２号機タービン建屋外壁ひび割れという案

件が残っておりました。これにつきましては平成２７年７月に復旧しまして、これをもって主

要設備への軽微な被害６１件の全てが対応を完了したということでご報告いたします。 

  なお、本件につきましては、安全協定に基づきまして毎月まとめております「女川原子力発

電所の状況」（平成２７年７月分）におきまして関係自治体の皆様にご報告するとともに、８

月１０日のプレス発表の中で終了したということをご報告しておるものでございます。 

  ご報告は以上です。 

○座長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、この説明を終わらせていただきます。 

  今日は皆様の貴重なご意見ありがとうございました。これで本日の議事の（１）を終了させ
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ていただきたいと思います。 

  今後、本日の説明をお聞きになって、改めて何かご質問等がございましたら、事務局のほう

にご提出いただければというふうに思います。 

 

  （２）その他 

○座長 それでは次に（２）その他とありますが、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

○事務局 特にございません。 

○座長 それでは、特にないようでしたので本日の議事を終了させていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

４．閉  会 

○司会 座長の若林先生、大変ありがとうございました。それから、皆様方にも貴重なご意見、

大変ありがとうございました。 

  これをもちまして、第７回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会を終了とさせて

いただきます。 

  お疲れさまでした。 


